
地 名

散 歩

昭和4年頃の田園調布。独特な街路形状と 
ゆとりある邸宅の配置がわかる。

1:10,000地形図「田園調布」昭和4年測図×1.25

成城学園を中心に開発された成城。
緑色の網は樹木に囲まれた集落を意味する。

1:10,000地形図「成城」＋「経堂」各昭和30年修正×1.25

第5回　ブランド地名

国税庁の「路線価」が今年も発表された。東
日本大震災の影響や地方都市の商業地の動向
などがニュースに取り上げられたようだが、
眺めてみると当然ながら人気のある街は地価
が高い。それらの街はしばしば「ブランド地
名」として扱われ、そこに住むことが一種のス
テイタスとなる。
東京都大田区の田園調布といえば、そんな

ブランド地名の代表格で、「田園調布に家が建
つ」というフレーズがギャグになるほどの知
名度をもっている。大正時代に渋沢栄一が提
唱した英国の田園都市（ガーデンシティ）を日
本に、という発想で始まったこの住宅地は1
区画が100坪以上、上下水道完備という理想

的な住宅地として登場して羨望の的となっ
た。所在地は大字上沼

ぬま

部
べ

と下沼部にまたがっ
ていたが、この地域が東京市に編入された昭
和7年（1932）から大森区内の正式町名とし
て田園調布を名乗っている（隣接する世田谷
区の玉川田園調布も同時期に誕生）。ブランド
地名は拡大する傾向があり、昭和45年
（1970）には調布嶺町、調布大塚町の一部を含
むエリアに「田園調布本町」および「田園調布
南」という町名が新設された。ちなみに旧地名
の上沼部・下沼部は江戸時代以前からの由緒
あるものであったが昭和7年に東京府側では
消滅し、現在では多摩川をはさんだ川崎市に
飛び地の下沼部だけが残っている。

財団法人日本地図センター客員研究員　　今尾　恵介



東京では成城もブランド地名である。東京
市牛込区（現新宿区）にあった成城学校が昭和
2年（1927）の小田急線の開業に合わせて砧

きぬた

村
大字喜多見の平坦地に移転したのがきっかけ
だ。一帯は成城学園を中心とした計画的な学
園都市として整備され、昭和5年からは成城が
正式な町名となっている（当初は砧村大字喜
多見成城、同7年から東京市世田谷区成城町。
昭和45年の住居表示後は成城）。人気の高い
地名である証拠に、成城に隣接する調布市や
狛江市にも「○○成城」などと名乗るマンショ
ンやアパートが何十軒も存在するし、ある大
規模マンションは一部の棟が隣接市域に入っ
ているにもかかわらず、苦労して住居表示を
「世田谷区成城」とさせたほどである。
リゾート地では長野県の軽井沢。江戸時代

までは中山道の小さな宿場町であり、寒冷地
なので作物もあまりできない土地であった
が、明治に入って外国人が避暑のための別荘
を建てたのをきっかけに日本の政財界人や高
級軍人などが続き、やがて「ハイソサエティ」
の別荘地のイメージが戦前から定着した。
そのブランド力は大きく、昭和2年（1927）

に群馬県長野原町にできた別荘地の法政大学
村（同大学長が所有地を分譲）が、軽井沢と所
属県が異なるにもかかわらず北軽井沢と呼ば
れるようになり、当時走っていた草軽電鉄の
地蔵川駅も北軽井沢と改称している。軽井沢
からは当時の軽便電車で1時間半（約26キロ）
といささか遠かったが「養蚕で繁栄するよう
に」明治8年（1875）に名付けられた応

おうくわ

桑の地
名よりもぴったり来たのだろうか。正式な地
名として大字北軽井沢が誕生するのははるか
後年の昭和62年（1987）のことであるが。
長野県内でも軽井沢人気にあやかろうとす

る人たちは多かったようで、信越本線（現しな
の鉄道）の信濃追分や御

み よ た

代田などの駅周辺が
西軽井沢などと呼ばれるようになり、南軽井
沢も出現するとなれば、大いに広がった「虚実
とりまぜた軽井沢」の中心地に位置する沓

くつかけ

掛
（中山道の沓掛宿）は、昭和35年（1960）から
中軽井沢を名乗るようになった。駅名の方は
ひと足先の同31年から沓掛を中軽井沢と改
めている。世は高度経済成長を背景に、まさ
に「観光の時代」に突入していく。
最近では再開発のプロジェクト名または分
譲する際の「商品名」を正式な町名に据えてし
まう例も目立つようになってきた。かつて山
林や耕地だった土地は地元住民の抵抗も少な
いようで、かなり思い切った地名も散見する。
たとえば埼玉県三郷市の旧国鉄操車場の跡
地。かつては大広戸や彦成、采

うね

女
め

新田などに
またがる土地であったが、「ららぽーと新三
郷」というショッピングセンターおよびその
周辺が「新三郷ららシティ一丁目～三丁目」と
正式に命名されたのである。
習志野市では歴史的な地名である谷

や つ

津の一
部を、新たに建設されるマンション群の名に
合わせて「奏

かなで

の杜
もり

」に変更しようとしているら
しい。そういえば関西国際空港のお膝元の大
阪府泉佐野市が財政難の末、市の「命名権」を
売りに出して注目を集めているが、地名があ
まりにも商業ベースで扱われる傾向が強まる
のは心配だ。江戸時代以前、いや古代より前
から現在まで伝えられてきた地名は、そのま
まであることに価値がある。地名の扱いがこ
こ最近、あまりに粗略ではないだろうか。子
孫から嘲笑されることのないよう関係者の自
重を求めたいものである。

今尾恵介（いまお・けいすけ）
1959年横浜市生まれ。小中学時代より地形図と時刻表を愛好、現在に至る。明治大学文学部ドイツ文学専攻中退後、音楽出版社勤務を
経て1991年よりフリーライターとして地図・地名・鉄道の分野で執筆活動を開始。著書に『地図の遊び方』（けやき出版）、『住所と地名の
大研究』（新潮選書）、『地名の社会学』（角川選書）、など多数。2008～09年には『日本鉄道旅行地図帳』（新潮社）を監修、2009年に
はこれに対して日本国際地図学会より平成20年度作品賞を受賞。現在（財）日本地図センター客員研究員、日本国際地図学会評議員



2 土地家屋調査士　2012.8月号　No.667

土 地 家 屋 調 査 士
C O N T E N T S

NO. 667
2012  August

表紙写真

「送り盆」
第27回写真コンクール連合会長賞
石沢　直行●静岡会

	 地名散歩　　今尾　恵介

03	 事務所運営に必要な知識
	 ―時代にあった資格者であるために―

	 第4回　司法書士の視点から見る高齢者の財産管理

	 福井県土地家屋調査士会　司法書士　　浦井　勉志

07	 第69回定時総会

12	 土地家屋調査士新人研修開催公告
	 関東ブロック

13	 第6回つくば国際ウオーキング大会

19	 我が会の会員自慢　Vol.7
	 函館会／三重会

22	 お知らせ

	 土地家屋調査士2013年オリジナルカレンダー

23	 第27回写真コンクール開催

27	 ちょうさし俳壇

28	 東日本大震災の特別セッションも開催
	 世界測量者連盟（FIG）ワーキングウイーク・2012報告

31	 土地家屋調査士名簿の登録関係

32	 完全復元伊能大図展（千葉）

34	 会長レポート

36	 ネットワーク50
	 山口会

37	 会務日誌

39	 編集後記

巻末付録	 日本土地家屋調査士会連合会特定認証局

	 土地家屋調査士電子証明書の発行等に係る手続について



3土地家屋調査士　2012.8月号　No.667

事務所運営に必要な知識
―時代にあった資格者であるために―

第4回　司法書士の視点から見る高齢者の財産管理
福井県土地家屋調査士会　司法書士　　浦井　勉志

事務所運営に必要な知識
―時代にあった資格者であるために―

第一　はじめに

総務省統計局の資料によると、我が国の65歳以上
の高齢者人口は2,944万人（平成22年9月時点）で、総
人口に占める割合は23.1％に上るそうです。一方、65
歳以上人口における認知症有症率は15.7％というデー
タもあります（厚生労働省「新たな地域精神保健体制
の構築に向けた検討チーム」朝田構成員提出資料）。
これらのデータによれば全国で462万人が認知症
の高齢者ということになり、驚きを禁じえません。

司法書士は、高齢者が所有する不動産に関する契
約および登記手続に関与することも多く、その契約
の有効性の確認に苦慮する場合があります。
本稿では、司法書士の視点から「高齢者が所有す
る財産の管理」についての注意点を紹介させていた
だきます。

第二　�有効な契約をするために求められる判断能力

有効な契約をするためには、「自分が行う契約の
内容や結果」を理解する判断能力（事理弁識能力　民
法第7条参照）を必要とします。
例えば、泥酔した30歳の男性が時価10万円の中
古車を1,000万円で買うと言ったとしても、「対価
を支払って物を買う」ことについて充分な判断がで
きていない状態なので売買契約は無効となります。
このように「有効な契約をするために求められる
判断能力」の有無は、個別の契約時における当事者
の状態によって変化します。
また、契約内容の性質（重要性）によって求められ
る判断能力レベルも変化します。
契約内容の性質の違いによって法的取扱いが異な
る事例としては、民法第103条（権限の定めのない
代理人の権限）、第251条（共有物の変更）、第252

司法書士の視点から見る高齢者の財産管理
福井県土地家屋調査士会　司法書士　浦井勉志

条（共有物の管理）などで保存行為と処分（変更）行為
の取扱いの違いが表れています。つまり、壊れた屋
根の修理を依頼する場合（保存行為）よりも建物を売
却する場合（処分行為）のほうが高いレベルの判断能
力が求められるのです。
土地家屋調査士業務で説明すると、報告的な登記

（地目変更登記など）の依頼を受ける場合と処分的な
登記（分筆登記、合筆登記など）の依頼を受ける場合
で取扱いが異なることに注意していただきたいと思
います。

第三　実務上の判断

上述のとおり、有効な契約をするためには、その
契約内容や結果を理解できるだけの判断能力が求め
られます。高齢者といえども「判断能力がある」こと
を前提に契約手続が進んでいくのですが、当事者が
高齢で、その言動から判断能力に疑義がある場合は、
司法書士として確認作業を行うことになります。
例えば聴力が衰えた高齢者でも、筆談などでコ
ミュニケーションが可能であれば判断能力を確認す
ることができます。
ただし「イエス・ノー」で答えられる質問には適当
に相槌を打つ方が多いので、私は、「土地の売却理
由（お孫さんの住宅建築資金を捻出するためなど）」
といった周辺事情を含めてお話をお伺いするように
心がけています。
その他、判断能力レベルを判定する簡易テスト

（改訂　長谷川式簡易知能評価スケール）がインター
ネットで公開されています。質問項目は9問と少な
いですし、質問方法や採点方法などの解説も公開さ
れていますので参考にしていただきたいと思います。
これらの確認作業によって判断能力が確認できれ
ば良いのですが、確信が得られない場合には、主治
医や精神科の専門医の判断を仰ぐことになります。
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そして、判断能力が認められない場合は、一旦、
契約手続を中断して「成年後見制度」を利用すること
になります。

第四　成年後見制度

成年後見制度とは、判断能力が不十分になった人
のために、家庭裁判所が援助者を選び、本人を支援・
保護する制度で、本人の判断能力に応じて「後見」「保
佐」「補助」の3つの制度を利用できます。
この中で「成年後見人」は、財産管理についての全
般的な代理権、取消権が与えられる一方で、本人の
意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に
配慮しながら適切に財産の維持管理をすること、お
よび家庭裁判所に仕事の報告をして必要な指示を受
けることが求められています。平成12年の統計で
は配偶者や子などの親族が成年後見人に選任される
事例が約90.9％を占めていたのですが、平成23年
の統計では約55.6％となっている一方で、司法書士、
弁護士、社会福祉士などの専門職が成年後見人に選
任される事例が増加しています（最高裁判所事務総
局家庭局　成年後見関係事件の概況）。
また、成年後見が開始した場合には「成年後見登
記」がなされ、各法務局で成年後見人である旨の証
明書が発行されますので、契約手続を行う際の「資
格証明書」として活用することができます。
このように成年後見制度は、高齢者にとって有益
な制度ですが、平成23年における成年後見関係事
件の申立件数は31,402件となっています（最高裁判
所事務総局家庭局　成年後見関係事件の概況）。
対前年比約4.4％の増加となっていますが、冒頭
に述べた認知症の高齢者数と比較すると利用率が高
いとはいえない状況です。
このように制度の利用が進まない理由の一つとし
て、審理期間の長さが考えられます。成年後見制度
を利用したいと考える方の多くが、差し迫った事情
（介護施設の入居費用や医療費を捻出するための財
産処分など）を持っておられますが、本人の判断能
力レベルを確認するため精神鑑定が必要な場合、審
理期間は数か月に及ぶほか、高齢者の「居住用不動
産」を処分するためには別途、裁判所の売却許可が
必要となります。
このため、実際に契約をする必要が生じてから手
続きを始めても間に合わないという事態が生じま
す。家族の方々の気落ちした表情を見るとせつなく

なるのですが、司法書士として超えることのできな
い一線であると考えています。
特にアパート経営などをされている方は、賃貸借
契約の締結や解除などを反復継続して行う必要があ
るため、早めの対応が望まれます。

第五　高齢者が元気なうちにできること

これまで述べてきた成年後見制度が「高齢者の判
断能力が不十分になってから」の手続きであったこ
とに対して、「高齢者が元気なうち」に行うことがで
きる手続きとして
①　生前贈与
②　遺言
③　任意後見契約
④　信託
⑤　リバースモーゲージ（高齢者向けのローン）
などが挙げられます。

これらの手続きは高齢者の資産状況、ライフスタ
イルに応じて選択することになりますが、特に「財
産管理・保全の必要性」「高齢者および家族の生活費
などの確保」「高齢者の意思に基づく財産の承継」の
三点に留意する必要があります。
以下、実務上利用されることの多い「生前贈与」と

「遺言」について説明したいと思います。

第六　生前贈与

高齢者が元気な間に親族などに生前贈与をする場
合があります。
本来、相続によって引き継ぐべき財産を高齢者が
元気なうちに贈与することによって、高齢者の意思
に基づく財産の分配ができるだけでなく、後日、財
産の管理・処分が必要となった場合、登記名義人と
なった受贈者の意思に基づきスムースに手続きを行
うことができるというメリットがあります。
ただし、高額の生前贈与をした場合、「遺留分減殺
請求」の対象となる危険性があることに注意が必要で
す。後日のトラブルを回避するため、親族間での協議
のうえ、手続きを行うことが望ましいと思われます。
また、悩ましい問題が「贈与税」の取扱いです。
思いがけない額の贈与税の納付を回避する方法と
して「相続時精算課税制度」や「住宅取得等資金の贈
与税の非課税制度」の選択が挙げられます。
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「相続時精算課税制度」は、65歳以上の親が、推
定相続人である20歳以上の子（子が亡くなっている
ときには20歳以上の孫を含みます）に贈与する場
合、贈与者である親について相続が発生した時点で、
生前贈与を受けた財産を相続財産に合算して相続税
を納税する制度です。
この制度を利用することによって、「贈与税の納
付」を先送りし、相続開始時において「相続税として
一括精算」することができるため、一般に節税効果
が期待できるといわれています。

一方、「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」は、
平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間
に直系尊属（父母や祖父母など）からの贈与により、
自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得
若しくは増改築等の対価に充てるための「金銭」を取
得した場合において、一定の要件を満たすときは、
次の表の非課税限度額までの金額について、贈与税
が非課税となります。	（この制度は、平成23年12
月31日で一旦終了しましたが、一部修正の上、3年
間延長されました）

平成24年 平成25年 平成26年
省エネ等住宅 1,500万円 1,200万円 1,000万円
上記以外の住宅 1,000万円 700万円 500万円

ただし、実務上、以下の点に注意が必要です。
1．	詳細な要件、および具体的な節税効果の程度は
税務署、若しくは税理士に事前確認すること。

2．	贈与を受けた翌年に税務署に「申告」が必要であ
ること。

3．	要件となっている贈与者、受贈者の年齢は「贈与
を受ける年の1月1日時点の年齢」で計算するこ
と。したがって、3月1日に20歳になった子に
対して4月1日に生前贈与した場合、これらの
制度は利用できません。

第七　遺言

高齢者の意思に基づく財産の承継と相続人間のト
ラブルを防止するためには「遺言」が効果的です。

1．�遺言が効果的な事例（＝相続登記手続きが困難
な事例）

（1）	相続人間の仲が悪い。
単に財産権の主張が対立しているだけではな

く、幼いころの兄弟喧嘩のトラウマなど感情的

な対立が要因となっている場合、手続きが極め
て困難になります。
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があ
るため、相続人10人中、9人が同意していても
効力は発生しないことに注意が必要です。

（2）	相続人間の仲が良すぎる。
相続人間の仲が良いので「いつでも手続きが
できる」と安心しているうちに他の相続人が死
亡してしまう場合があります。
この場合、手続きに協力していただく方の数
がネズミ算式に増えていきます。
名前すら知らない人達（兄弟の奥さんの実家
のお姉さんの…）に協力をお願いしなければな
らない事例もありますので、早めの手続きをお
勧めしています。

（3）	相続人の中に行方不明者がいる。
相続人の一人が行方不明のため協力をお願い
することができない場合は、利害関係人として
家庭裁判所に不在者の財産管理人選任、および
権限外行為許可（遺産分割を行うための許可）の
申し立てをすることになります。
司法統計によれば平成22年に行われた不在者

の財産の管理に関する処分は9,898件との事で
すので、意外に身近な問題といえると思います。

（4）	相続人の中に国際結婚をした人がいる。
国際結婚をして海外に移住した方がいる場
合、移住先の国と我が国との法制度の違いが問
題になります。
例えば、印鑑登録制度のない国の場合、日本
領事の「本人の署名及び拇印に相違ない旨の証
明」が印鑑証明書と同等に取り扱われる場合も
あります。
さらに国際結婚をした方が海外で亡くなられ
た場合、戸籍制度のある我が国と違って、その
相続人（配偶者や子）の特定が難しい場合があり
ますので相当な注意が必要になります。

以上のような場合においても、「遺言」により相続
分の指定などが行われていれば、他の相続人の協力
（遺産分割協議書の押印等）を省略して相続登記手続
を進めることができます。
したがって、上記のようなトラブルが予想される
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場合は、「遺言」が非常に有益となるのです。

2．公正証書遺言
「遺言」の形式には、「自筆証書」「公正証書」「秘密
証書」の三種類がありますが、私は「公正証書」の利
用をお勧めしています。
自筆証書遺言と公正証書遺言の最大の違いは、「検
認手続」の要否です。「検認手続」とは遺言の偽造・変
造を防止するため、家庭裁判所で遺言書の形状、加除
訂正の状態、日付、署名などを確認する手続きです。
元々、手続きの簡略化とトラブル防止のために「遺
言」を作成するのですから、検認手続が不要な「公正
証書」が有利といえます。
また、自筆証書遺言の場合、いつ、どのような遺
言が作成されたのかわからない場合が考えられます
が、公正証書遺言であれば公証人役場に原本が保管
されるうえに、検索システムがありますので大変便
利で安心です。
公正証書遺言を作成するために準備する書面など
は、以下のとおりですが、詳しくはお近くの公証人
役場にお問合せください。

①　遺言者本人の印鑑登録証明書	
②　遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本	
③　	財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、
その人の住民票	

④　遺言する財産の明細がわかるもの
（登記事項証明書および固定資産評価証明書、
預金証書など）

⑤　	証人予定者（2名）のお名前、住所、生年月日
及び職業をメモしたもの
（推定相続人、受遺者とそれぞれの配偶者な
ど一定範囲の利害関係人や未成年者は証人に
なれません。）

3．遺言の内容について
遺言の内容について留意していただきたい事項は
以下のとおりです。
（1）	遺言は何度書き直しても構いません。内容が

矛盾する遺言が複数存在する場合は、後から
作成された遺言が有効となります。

（2）	特定の財産ごとに遺言を複数作成しても差し
支えありません。
具体的には、A不動産については長男が相続す
る旨の遺言を作成した後に、B不動産は、長女

が相続する旨の遺言を作成しても構いません。
（3）	包括的に「全ての財産はAが相続する」という

遺言も可能です。
ただし、他の相続人から「遺留分減殺請求」がな
される可能性がありますので注意が必要です。
相続財産の配分についてトラブルを防止する
ために遺言を作成することが多いわけですか
ら、他の相続人の権利保全に対する配慮が必
要と考えます。
もし、他の相続人に対して過去に生前贈与が
なされている場合（住宅建築に対する資金援助
や、結婚資金の援助など）には、その内訳も付
記しておくことでトラブル防止に役立ちます。

4．相続人でない人への遺贈
遺言で、相続人とならない方へ財産を遺贈するこ
とができます。
ただし、この場合、注意していただきたいことは

「遺言執行者」の定めです。
例えば、ある不動産を遺贈した場合、その登記手

続は受贈者と「法定相続人全員」の共同申請となりま
す。したがって、相続人の協力を得られない場合、登
記手続を行うための裁判手続が別途必要となります。
このようなトラブルを避けるために遺言の中に

「遺言執行者（遺言者の代わりに手続きを行う人）」を
定めておくことで、スムースに手続きを行うことが
できます。遺言執行者は推定相続人に限定されませ
んので、遺言者が信頼できる人に依頼することが望
ましいと思います。

第八　終わりに

本稿では高齢者の財産管理および承継について基
礎的な事柄から相当マニアックな事柄まで雑駁に紹
介させていただきました。
高齢者の方々の多くは先々の生活に不安や寂しさ
を抱えています。法的な手続きだけで不安を払拭で
きるものではありませんが、時間をかけて会話をし
ていくうちに表情が生き生きとしていく高齢者の方
は少なくありません。
土地家屋調査士も高齢者と接する機会が多い職業
ですので、雑談のネタにでもしていただけたら幸い
です。
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平成24年6月19日（火）、20日（水）、台風4号上陸の影
響で雨、風が強い日になりましたが、東京ドームホテル（東
京都文京区）地下1階「天空」において、日本土地家屋調査
士会連合会の第69回定時総会が開催されました。総会構
成員183名（連合会役員32名、会長50名、代議員101名）
出席のもと、来賓及び多くのオブザーバーの出席を得て厳
粛に開催されました。総会開始前には物故者に対する黙と
うを、また恒例となりました『土地家屋調査士倫理綱領』唱
和並びに『調査士の歌』の斉唱が行われました。

第 69 回定時総会

第69回定時総会

総会は、関根一三副会

長による開会の挨拶、続

いて竹内八十二会長によ

る挨拶があり、次に法務

大臣表彰が行われ、来賓

の方から挨拶をいただき

ました。

司会者である総務部の

瀧下俊明理事の指名によ

り、北海道ブロック協議

会、札幌会会長である桑

田毅会長、四国ブロック

協議会、徳島会会長であ

る山本達夫会長が指名さ

れ議長を務めることにな

りました。なお、議事の

内容は以下のとおりです。

第1号議案
（イ）平成23年度一般会計収入支出決算報告承認の件
（ロ）平成23年度特別会計収入支出決算報告承認の件

第2号議案　日本土地家屋調査士会連合会会則の一部改
正（案）審議の件

第3号議案　連合会会館（シティ音羽）の処分（案）審議の件
第4号議案　平成24年度事業計画（案）審議の件
第5号議案
（イ）平成24年度一般会計収入支出予算（案）審議の件
（ロ）平成24年度特別会計収入支出予算（案）審議の件

慎重審議のもと上記すべての議案について執行部案を

もって承認可決されました。なお、第2号議案は、役員

の守秘義務規定の新設、外国人住民に係る土地家屋調査

士の登録に関する規定の変更となっております。第3号

議案の連合会館（シティ音羽）の処分は、平成26年12月

31日までに売却処分をなすこと、処分のみの提案で承

認となっております。なお、新会館取得などの問題は慎

重に検討すべきであるとの意見がありました。また、予

算（案）については、日本土地家屋調査士会連合会旅費規

程の一部改正、役員給与規定の一部改正を行った旨説明

があり了承されました。

関根副会長

竹内会長

原法務省民事局長

徳島会�山本議長、札幌会�桑田議長
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平成24年度事業方針大綱の概要

平成24年度事業方針大綱（抄）

土地家屋調査士の生活の基盤である不動産の表示登記

に関する業務は、官民を問わず、確実に右肩下がりの減

少傾向にある。そこで、土地家屋調査士の将来を見据え

たとき、従来からの土地家屋調査士の専管業務以外の分

野でも、土地家屋調査士の知見と経験を生かした新たな

業務開拓が必要不可欠であると考え、会員個々の知恵を

結集し将来に夢を抱ける職業としての全体像を睨み土地

家屋調査士像の主軸の構築に向かって制度対策戦略会議

を創設し、役員一丸となり業務の執行に邁進することを、

平成24年度の事業方針大綱とする。

以下4項目を大方針とする。

1 　事務所経営基盤の確立

土地家屋調査士法第3条業務の更なる開拓及び土地

家屋調査士の知見と経験が生かせる新たな業務開拓に

取り組む。

2 　帰属意識の高揚

土地家屋調査士の全体を見据えた将来性の持てる業

務とするため、会員個々の帰属意識の啓発を促す。

3 　境界紛争解決への取組み

筆界特定制度と民間ADRとの連携の強化に取り組

み、ADR認定土地家屋調査士の活動の場の構築に向

けて、関係機関と調整を図り、具体性を持った施策に

取り組む。

4 　研究所体制の充実

今後の土地家屋調査士制度の発展に向けて、関連団

体と連携を図り、中長期的な研究に取り組む。

平成24年各部事業計画の概要

制度対策本部

志野副会長

日本土地家屋調査士会連合会制度対策本部規則第3条

に規定する土地家屋調査士制度、不動産登記制度、司法

制度及び地図に関する事項等で緊急な課題について、全

国土地家屋調査士政治連盟及び関連団体とも連携を図

り、各界・各分野から情報を収集・分析し、連合会の目

的達成に必要な事項について、適時、適切な活動を行う

こととする。

また、新たな制度の担い手である資格者代理人として

の実績を踏まえ、社会全般に、安心と安全を提供し続け

る資格者代理人であるべく、制度基盤の拡充を図る。

加えて、大規模災害復興支援対策本部の活動を強力に

推し進め、東日本大震災の被災地で展開される復興のた

めの諸施策に関連して、被災会等が遂行する各種作業を

支援する。

このため、次に掲げる事項について、全国の各会、会

員の力を結集して、柔軟かつ効率的な制度対策本部活動

を行う。

1 　制度基盤の拡充を図るための具体的方策の策定と

展開（法改正、業務拡大、受託環境整備等）

2　資格者制度の改変に関する情報の確実な捕捉と適

切な対処（権限委譲、規制改革、TPP等）

3　制度対策戦略会議の設置（有識者・会員との意見交

換・議論を踏まえた土地家屋調査士制度及び連合会運

営に関する短・中期的課題への対応）

4　東日本大震災の被災地の早期復興に向けた諸施策

への対応

5　国際地籍シンポジウム・国際会議等への対応

6　その他緊急課題への対応
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総　務　部

加賀谷総務部長

1　土地家屋調査士会及び会員の指導並びに連絡に関

する事項

（1）	関係法令、会則、諸規程等の検討・整備（会則、

諸規程等の見直し）

（2）	土地家屋調査士会の自律機能確立の指導・支援（懲

戒処分事例集の作成）

（3）	非土地家屋調査土による法令違反行為への対応

（法務省、各法務局との連携）

（4）	大規模災害からの復興支援

2 　連合会業務執行体制の整備・充実

連合会組織、会務運営の体制等について、最善の方

策を検討、実施する。また、Web会議等を活用し会

務の効率化を図る。

3 　オンライン登記申請への対応

オンライン登記申請の更なる促進に向けて、会員か

らの要望・意見の取りまとめを行い、法務省及び関係

省庁へ提言等を行う。

4 　特定認証局の運営に関する事項

暗号アルゴリズム移行については予算面も考慮し、

検討を行い、ベンダーが運営する認証局に業務委託す

ることについては、情報収集し、引き続き検討を行う。

5 　情報公開に関する事項

6　会館の維持管理に関する事項

財　務　部

小保方財務部長

1　財政の健全化と管理体制の充実

（1）	財政計画の検討

単年度黒字予算を考慮した予算執行を行うととも

に、経理事務の合理化及び事務経費の削減について

も併せて検討を行う。

①収入支出の均衡のとれた予算執行

②経理事務合理化と事務経費削減の検討

2 　福利厚生及び共済事業の充実

（1）	親睦事業への対応

（2）	各種保険及び共済会事業

①土地家屋調査士会「専門事業者賠償責任保険」の加

入継続

②土地家屋調査士賠償責任保険への全会員加入の促進

③団体定期保険への加入促進

（3）	土地家屋調査士国民年金基金への加入促進

3 　業務関係図書等の発行、あっせん及び頒布

業　務　部

児玉業務部長

1　土地家屋調査士業務に関する指導及び連絡

（1）	「調査・測量実施要領」に関する事項
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（2）	不動産登記規則第93条に規定する不動産調査報

告書に関する事項

2 　土地家屋調査士業務と業務報酬に関する調査

（1）	業務実態調査の実施項目等の検討

（2）	震災対策で取り組まれた新規業務の調査

東日本大震災に伴い地震保険の損害調査、官公庁

の相談業務、がれきの撤去判断業務などが土地家屋

調査士に依頼されたが、今後の新たな業務として定

着、発展するよう整理する。

3 　筆界特定制度に関する事項

（1）	土地家屋調資士会ADRとの連携

筆界特定結果の現地明示と明示に必要な調停手続

への移行内容を検討する。

（2）	関係省庁との連携

筆界確定訴訟等において、筆界特定制度が前置的

に利用されるよう裁判所、法務省、日弁連などの関

係諸機関と協議し、相互制度の提携化と制度の改善

を検討する。

（3）	研修要領（モデル）の作成

（4）	筆界特定に関する情報の収集

4 　登記測量に関する事項

（1）	登記基準点についての指導・連絡

（2）	土地家屋調査士会と日調連技術センターの連携

5 　業務情報公開に関する事項

研　修　部

中塚研修部長

1　研修の企画・運営・管理・実施

（1）	専門職能継続学習の運用

①将来的な活用を考慮した運用の検討

②CPD制度Q＆Aの見直し、整備

③社団法人日本測量協会の「講習会」を紹介、斡旋、

連携の維持

（2）	新人研修の実施・検討

①ブロックへの委託研修の実施

②実務トレーニングの導入と実践への検討

（3）	eラーニングの拡充と運用（ウェブシステムを活

用した研修）

①コンテンツの拡充

研修体系に沿った、実務に沿った、またニーズ

に応じた教材の整備・拡充を続けていく。

②研修ライブラリーの整備と拡充

（4）	研修資料の拡充及び研修の充実の推進

①会員必携について

周年事業などを機会とする書き下ろし全面改訂

も視野に入れて継続検討する。

②調査結果の解析とフィードバック

③地域の慣習資料に関する研修の研究

研究所と連携し、各土地家屋調査士会で収集して

いる歴史的資料を活用するための研修を検討する。

2 　土地家屋調査士特別研修の受講促進

（1）	受講促進パンフレットの作成

（2）	年間を通した広報宣伝、促進の方策の検討

広報部と連携し、会報及びホームページを活用し

て、実務例などを交え繰り返し受講促進を訴えてい

く。

3 　ADR認定土地家屋調査士研修の啓発と推進

（1）	現行方式の再検討及びカリキュラム等の見直し

（2）	業務部・社会事業部・研究所との連携（ADR認定

土地家屋調査士の活用の研究）

広　報　部

戸倉広報部長

1　広報に関する事項

（1）	制度広報に関する事項

①土地家屋調査士の日に関する啓発活動
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②制度広報ツールの企画及び作成並びに発信

③全国一斉表示登記無料相談会等の実施

（2）	社会広報に関する事項

①人材育成に関して教育機関等との連携

大学や専門学校等と連携して、測量関連分野の

技術者、地籍関連分野の専門家、そして土地家屋

調査士試験の受験者の拡大とその育成に関する課

題と対応策について検討を行う。

②寄附講座・出前講座・講演会・インターンシップ

制度の推進及び支援

（3）	国際広報に関する事項

各シンポジウム（CSIS、NSDI等）の取材や第8回

国際地籍シンポジウムにおける広報活動などを行う。

2 　会報の編集及び発行に関する事項

（1）	土地家屋調査士業務の充実に関する情報発信

（2）	社会・経済情勢の変革が土地家屋調査士の制度と

業務に及ぼす影響についての情報発信

（3）	土地家屋調査士会の実施する事業等についての紹

介

3 　情報の収集に関する事項

（1）	土地家屋調査士制度に関するタイムリーな情報収

集

（2）	国際的な視野での土地家屋調査士業務環境に関す

る情報収集

（3）	市場リサーチの実施と分析

社会事業部

小林社会事業部長

1　地図の作成及び整備に関する事項

（1）	実施地区の情報収集

（2）	新10か年計画の策定に関する情報収集と作業年

次の検討

2 　ADR認定土地家屋調査士の活用と境界問題相談セ

ンターの支援等に関する事項

3　日本司法支援センター（法テラス）に関する事項

4　公共嘱託登記関連業務に関する環境整備に関する事項

（1）	土地家屋調査士法第3条業務の更なる拡大

（2）	認定登記基準点の活用に関する啓発

5 　土地家屋調査士会が取り組む防災協力等、社会貢

献への取組み

研　究　所

小野研究所長

1　表示登記制度及び土地家屋調査土の業務と制度の

充実に関する研究

（1）	国土調査法第19条第5項指定の地図作成事業

（2）	情報公開システムの研究の第一段階としての基盤

情報の整理

（3）	道路内民有地の取扱いに関する法整備に向けての

基礎研究

（4）	土地家屋誠査士の専門性を生かした代理業務の制

度化の研究

（5）	土地家屋調査士試験のあり方と資格制度の研究

研究過程の中で課題となっている事項、事例収集、

分析、提言等を研究成果の中で行うことにより、成果

が土地家屋調査士制度の現状及び将来において実務

に活きるものとすべく鋭意研究を進めるものである。

2 　地籍に関する学術的・学際的研究及び地籍問題研

究会との連携

「筆界の地域の慣習」、「地籍の国際標準化」について、

研究発表を行うとともに、全国の関連団体との研究に

関する連携を図る活動を行う。

3 　地籍管理に関する国際標準化についての研究

平成24年度は、国際地籍学会総会等国際交流の場

も予定されていることから機をとらえ、本研究に係る

情報収集、意見交換に努めながら研究成果に結びつけ
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るものとする。

4 　自然災害等における非政府組織の国際協力のネッ

トワークの確立

FIG、国連の外部団体、NGO等さまざまな非政府

組織間の国際的な協力体制を可能とするネットワーク

の確立に関する研究、検討、対応を行う。

5 　会長から負託された事項の研究（「調査・測量実施

要領」の改訂案）

早期発刊に向けた改訂作業を完遂させるべく、土地

家屋調査士倫理規程やその他の規則との整合性を図り

ながら、会則に対応した義務条項と努力目標条項の峻

別を意識した内容とする。

土地家屋調査士特別研修運営委員会

1　第7回土地家屋調査士特別研修の運営・管理・実施

2　第8回土地家屋調査士特別研修の計画・運営・管理・

実施

最後に、事前質問（63件）・要望に基づく協議内容に

ついて、「土地家屋調査士自治に基づく懲戒制度の確立」、

「懲戒請求における除斥期間の創設」、「環太平洋戦略的

経済連携協定（TPP）の対策」、「危機管理マニュアル（モ

デル）の作成」など、今後の検討課題が確認されました。

また、筆界特定にあたり、提出済の直近地積測量図の

取扱いをめぐり協議が必要との問題提起がありました。

そして、「日調連役員全員で将来ビジョンを持って欲し

い」との要望があり竹内八十二会長の強力なリーダーシッ

プのもと役員の方々の大いなる飛翔が期待されます。

最後は、志野忠司副会長の閉会宣言をもって本総会は

無事に閉幕となりました。

広報員　羽鳥光明（東京会）

土地家屋調査士新人研修開催公告

関東ブロック

土地家屋調査士新人研修開催公告
平成 24 年度土地家屋調査士新人研修を下記のとおり開催いたします。

関東ブロック協議会
記

開 催 日 時� 平成24年9月15日（土）正午開始

� 平成24年9月16日（日）終日

� 平成24年9月17日（月）午後3時終了（予定）

開 催 場 所� 東京都千代田区一ツ橋2－6－2

� 財団法人�日本教育会館�第一会議室　

� TEL：03-3230-2831

受講対象者� �受講対象会員へは、各土地家屋調査士会から通知済です。
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第 6回つくば国際ウオーキング大会

第6回つくば国際
ウオーキング大会

はじめに

本大会は、昨年の東日本大震災
に引き続き、去る5月6日に発生
した竜巻により、コースの出発地
点（初日の20 km、30 km）となる
つくば市北条地区が大きな被害を
受け、開催が危ぶまれておりま
したが、つくば市、土地家屋調
査士会様等関係各機関のご理解
ご協力により、「竜巻被災復興支
援ウオーク」として無事開催する
ことができました。義援金は、茨
城土地家屋調査士会様からの特別
義援金30,000円余を含み、2日間
で158,090円のお志をいただきま
した。この義援金は、去る6月25
日（月）に大会会長よりつくば市長
へ手渡されました。
大会は、6月1日（金）の「せっか
くウオーク」（遠来のウオーカーへ
のおもてなしとして、水戸と笠
間の500選コースを団体でウオー
ク）と2日（土）、3日（日）の本番大

会とも、梅雨入り直後でしたが天
候に恵まれ絶好のウオーキング日
和となりました。
茨城県つくば市において、つく

ば市制施行20周年を記念してス
タートした本大会も、関係諸団体・
機関の協力を得て年々その魅力が
理解され、第6回を迎える今回は
念願としていた「関東甲信越マーチ
ングリーグ公式大会」及び「つくば
市制25周年記念大会」として、昨
年に引き続き、本格的なツーデー
マーチ（全国規模の2日間の大会）
として開催され、延べ1,800余名と
いう大勢の参加者で賑わいました。
今年は、本大会初日の6月2日

（土）は、筑波山神社と名峰筑波山
の山麓を巡り、つくば中央公園（大
会メイン会場）へ戻るコースなど
4コースで開催されました。この
日の10 kmコースには、市原健一
つくば市長も参加され、堀野大会
会長の案内で、ウオーキングに爽
やかな汗を流されました。市原つ
くば市長は、開会式で「大会の開
催を祝うと同時に、竜巻被害に負
けず、復興に向けて進んでいく」
と挨拶されました。
2日目の6月3日（日）は、つく
ば学園地区を中心に5コースが設
置されました。この日は、「測量
の日」記念ウオーキング大会/全
日本歩測大会（名人・達人戦）と同

時開催とし、特に10 km、20 km、
25 kmの3コースは国土地理院を
必ず通過し、歩測大会等の関連イ
ベントに参加するコース設定とし
ました。さらに、5 kmコースを
学園緑陰歩道に、また国土地理院
をスタート・ゴールとするIコー
ス（4 km）を「地図読み教室」とし、
国土地理院OBと楽しく地図に親
しむウオーキングとなりました。
2日間にわたる参加者は、幼児や
幼稚園生から80歳代のお年寄り
までと幅広いものでした。もちろ
ん主役は、元気な中高年の方々で
あったことは言うまでもありませ
んが、山ガールに負けじと若い女
性ウオーカーが目立ったのも昨年
に引き続きの特徴かと思います。
本大会を開催するにあたり、初

社団法人 日本ウオーキング協会専務理事・茨城県ウオーキング協会会長
公益財団法人 日本測量調査技術協会参与
 堀野　正勝

竜巻被害義援金の贈呈
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回大会から引き続き、多大なるご
支援とご協力を頂きました日本土
地家屋調査士会連合会並びに地元
茨城土地家屋調査士会（茨城会）に
対し、この場をお借りして御礼を
申し上げるとともに、本大会の模
様を寄稿させていただき、ご支援、
ご協力への御礼とさせていただき
ます。

念願の「関東甲信越マーチング
リーグ加盟大会」へと飛躍！

大会趣旨には、「筑波山の山ふ
ところに抱かれ、研究学園都市つ
くばの歴史、文化、豊かな自然を
感じるとともに仲間との交流、出
会いを楽しみ、体力づくり、健康
づくりを図る歩く祭典として第6
回を迎えるのを機に、“関東甲信
越マーチングリーグ加盟大会”と
して大きく飛躍し、多くの市民と
全国のウオーカーの参加を心から
歓迎します」とうたっています。
そのテーマは「自然と科学とが融
合したつくば市を体いっぱいに感
じて歩こう！」です。
このような大会の趣旨が理解さ
れ、今大会（第6回）には、全国各
地から泊りがけの参加者が昨年に
増して相当数増えました。東北地
方からは、岩手、山形、福島の各
県から、さらに、新潟、石川の北
陸勢、西は、九州の熊本、福岡を
始め、中・四国はもとより広い地
域からかなりの参加者がありまし
た。これら申込者の顔ぶれをみる
と、勿論、つくば市民を中心に茨
城県民が相当数を占めていること
は言うまでもありませんが、近県
の群馬県、栃木県、埼玉県、千葉
県、東京都、神奈川県などからも

大勢お見えになっています。この
ように参加者は、近県はもとより
全国へと広がりました。
今年の大会は前述のとおり、昨
年全国規模の大会となったのに加
え、KKMLの認定大会となった
ことから関東甲信越の各地からの
参加者が大幅に増えたことが実感
されました。
竜巻被害復興支援の募金活動
は、ゴール時のお楽しみ抽選会場
での呼びかけが功を奏し、前述の
とおり、想定を超える多額の義援
金が集まりました。募金にご協力
いただいた方々に心から感謝いた
します。
参加者増の背景には、ツーデー
化の魅力もありますが、今年は、
初めての「関東甲信越マーチング
リーグ加盟大会」ということもあ
り、広報関係に相当力を入れたこ
とも参加者増の結果につながっ
たものと思います。その一つは
JWAの機関紙「ウオーキングライ
フ誌」の事前告知と並行し、3・4
月号のウオーキングライフ誌に折
り込みチラシ13,000枚を封入し
たこと。二つ目は本格的にHPか
らの申込みにも力を入れたこと。
三つ目は、県下の地方紙やミニコ
ミ誌に投稿し、参加を呼び掛けた
ことなどです。このように全国規
模の開催へ向けて、参加者募集に
相当力を注ぎました。

＊注：	関東甲信越マーチングリーグ
（KKML）加盟大会とは、関東圏
の1都6県に加え、新潟、長野、
山梨を加えた圏域で2日間以上
のウオーキング大会を開催する
グループで、現在24大会が加盟
している全国最大規模のリーグ
です。

第6回つくば国際ウオーキング
大会

つくば国際ウオーキング大会
は、当初から全国規模の2日間開
催のツーデーマーチを目指しス
タートしたもので、社団法人日本
ウオーキング協会（JWA）と地元
茨城県ウオーキング協会（IWA）、
茨城土地家屋調査士会が協力し、
実行委員会を立ち上げ「主催者」と
して実施してきました。
今年の実行委員会へは、茨城県

ウオーキング協会の役員を軸に、
茨城会の藤井総務副部長、つくば
市の中村スポーツ振興課長が実行
委員に加わりました。また、次回
からは、つくば銀行なども加わり
たい意向が出され、いよいよ組織
化が本格化することとなりました。
加えて、先にも述べたように、
つくば市が毎月第1日曜日を「つ
くばウオークの日」としたこと等
により、さらに6月第1日曜日が
国土地理院を中心とする「測量の
日」関連イベントが開催されるこ
と等から国土地理院、「測量の日」
実行委員会がバックアップに加わ
り大会をより一層盛り上げていた
だきました。
「後援」には、厚生労働省、環境
省、農林水産省、国土交通省、文
部科学省、経済産業省の6省庁の
他、朝日新聞水戸支局をはじめ茨
城新聞社、常陽新聞社など地元メ
ディア関係が名を連ねています。
日本土地家屋調査士会連合会に
は、初回から「協賛」団体としてご
参加、協力を頂いておりますが、
その他、つくば銀行、TX（つく
ばエクスプレス）や地元企業を中
心にゼッケン、大会紙面広告など
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のご協賛を頂き開催にこぎつけて
おります。
前回から、特別協賛として地図
の株式会社ゼンリンが加わり、大
会マップの提供などに多大なご尽
力を頂きました。
また、その他「特別協力」として、
地元のつくば市立吾妻中学校、北
条の東中学校（中学生ボランティ
アの派遣、テントの提供等）の協
力や地元商工会によるつくば物産
テントやムーンスターによるウ
オーキンググッズテント（地元の
代理店）の出店等が行われ、大変
にぎやかなものとなりました。初
日はゴール後に筑波大学吹奏楽部
による演奏（30分）が、また、2日
目の出発式には、牛久かっぱ太
鼓・出陣太鼓の勇ましい迫力ある
演奏が行われました。その他、国
土地理院やJAXA関連施設等の多
大なご協力と併せ、地元との繋が
りが、より緊密なものとなってき
ました。

－6月1日（金）�
せっかくウオーク－

せっかくご参加いただいた遠来
のウオーカーに、よりウオーキン
グを楽しんでいただくために開い
たもので、つくばから貸し切りバ
スを活用し、日本の歩きたくなる
道500選の2つのコースにチャレ
ンジしていただきました。
一つは、笠間「芸術の森から笠
間稲荷へのみち」（500選No08-
03）で、二つ目のコースは、水
戸「千波湖から偕楽園へのみち」
（500選No08-01）です。
つくば中央公園を午前8時に出
発し、夕方の5時過ぎに帰着しま
した。参加者は、スタッフを含め

42名でした。弁当付きで十分茨
城の初夏を楽しんだようです。

－6月2日（土）　第1日目－
Aコースの30 kmは「筑波山神
社・むかし道コース」で、つくば
市・北条のつくば窓口センター（旧
筑波庁舎・中央会場からバスで移
動、スタート会場は保健センター
へ変更）をスタートし、筑波山神
社を参拝し、山麓の北条の街並み
を巡って（後述の20 kmコースと
一緒のルート）一路つくば中心地
のつくば中央公園をゴールとする
ロングコースです。しかし、今回
は、前述のとおりの竜巻による甚
大な被害が発生したため、つくば
市等地元の機関と調整の上、被害
の大きかった一部のコースについ
てスタート地点を含め変更を行い
ました。
Bコースは、つくば市・北条（A
コースに同じ）をスタート・ゴー
ルとする20 kmコースで、古社の
筑波山神社、名峰筑波山の山麓を
巡るコースです。北条の市街地か
ら筑波山神社に至る「つくば道」は
徳川三代将軍家光も参詣したとい
われる筑波山信仰の参詣道です。
途中には、借景として筑波山を配
した真言宗の古寺「普門寺」や奈良
朝時代の郡役所であった「平沢官
衙跡」などがあり、コース周辺の
景観は、大変素晴らしいもので
す。A、Bコースの参加者からは、
一様に「大変素晴らしいコースで
良かった。また来たい」の声も頂
きました。A、Bコースには、茨
城県内、関東近県を中心に全国各
地からのウオーカー約431名（昨
年320名余、前年比3割増し）が
参加し、新緑のつくば道を楽しみ

ました。
また、学園都市の市街地、公園
巡りのコースは、それぞれCコー
ス10 km、Dコース7 kmがつくば
中央公園スタート、ゴールでさわ
やかな汗を流しました。参加人員
は両コース合わせて217名（昨年
とほぼ同数）でした。
開会式はC、Dコースを中心に
9時00分からつくば中央公園（メ
イン会場）で行われました（A、B
コースはバスで筑波山コースへ移
動するため先行スタートし、つく
ば北条での出発式を行った）。大
会会長（堀野正勝IWA会長）の主
催者代表挨拶に引き続き、市原健
一つくば市長並びに岡本秀一茨城
土地家屋調査士会会長の挨拶を頂
きセレモニーがスタートしました。
開会式には、茨城会からは岡本
会長のほか、片平副会長、村上土
浦支部長はじめ多数の方にご参加
いただきました。この場をお借り
し、ご出席、ご協力に感謝いたし
ます。なお、つくば窓口センター
での出発式には、茨城会総務副部
長の藤井里美さんにご挨拶をいた
だきました。
その後、セレモニーは、つく
ば観光大使（2名参加）の紹介に続
き、コース紹介と諸注意、準備体
操（ストレッチ）等が行われ、最後
に元気な地元つくば市立吾妻中

茨城会岡本会長挨拶
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学校の生徒さん4人による出発の
「激」で、各コースへとスタートし
ていきました。
なお、前述のとおり、10 kmコー
スには、堀野大会会長の案内で、
市原つくば市長も元気に出発して
行きました。

－6月3日（日）　第2日目－
二日目も、前日までの雨模様と
いう天気予報に反し、まずまず
の天候となりまずはホッとしま
した。役員は前日同様、早朝6時
20分に集合し、準備に取りかか
り、7時30分受付開始、8時10分
からのKKML表彰関係のセレモ
ニーに備えました。8時20分には
25 kmコースの出発式を行い8時
40分スタート、9時から10 kmの
コース及び5 kmコースの出発式
を行い、9時30分から順次スター
トしていきました。
この日は、地元吾妻中学校の女
子中学生4名が出発の激を行うと
ともに、多数の中学生がスタート
時に整列し、拍手で参加者を送る
など、大会の雰囲気を明るく和や
かなものへと盛り上げるなど、大
いに活躍してくれました。
また、今年は、隣町の牛久市か
ら「牛久かっぱ太鼓」の応援演技が
行われ、勇ましい太鼓に送られ
て、元気良くスタートして行きま

した。
Eコースは、万博記念公園コー
ス（国土地理院、万博記念公園、
谷田部市街地、同峰公園を巡る長
距離・自由歩行）で25 kmです。F
コースは、万博記念公園コース（国
土地理院、万博記念公園、大清水
公園を巡る長距離・自由歩行）で
20 kmです。今年のE、Fコース
は、昨年のアンケート要望を受け、
コースの改善を図り、万博記念公
園内を十分堪能できるコースへと
より充実しました、
Gコースは、研究学園と公園
巡りコース（国土地理院、研究学
園、大清水公園を巡る中距離・自
由歩行）で10 kmです。Hコース
は、研究学園と公園巡りコース
（かつらぎ公園、大清水公園を歩
くショートコースで、親子、ご老
人、ペアーゆったり組など・自由
歩行）で5 kmです。それぞれ中央
公園を順次スタートし、夕方16
時までには、全参加者が無事ゴー
ルしました。参加者は、10 km以
上の3コース合計で、641名（昨年
450名、42％増し）が、5 kmのHコー
スには家族連れを中心に51名（ほ
ぼ昨年並み）が参加しました。
参加者はケヤキ並木のつくば公
園通りの爽やかな緑陰歩道や科学
万博を記念して作られた「万博記
念公園」を心ゆくまで楽しんだよ

うです。「楽しい大変素晴らしい
ウオーキング大会でした」「是非、
継続して実施して欲しい」「自由に
ゆっくり観て歩け良かった」など
多くの意見が寄せられ、総じて参
加者からは「楽しかった」との印象
が強かったことが分かりました。

－「測量の日」記念行事で�
盛り上がる－

平成元年に6月3日「測量の日」
が制定され、以後、全国各地で6
月3日前後に、関連イベントが開
かれています。つくば市に本院を
持つ国土地理院では、毎年6月第
一日曜日を軸に、国土地理院の「地
図と測量の科学館」を中心に業務
紹介と施設公開を6月3日「測量
の日」のイベントを行ってきまし
た。
今回も、各種イベントが開かれ
ましたが、本大会でも、この「測
量の日」をバックアップし、「測量
の日」記念ウオーク/全日本歩測
大会（名人・達人戦）を合わせて開
催することとしました。先にも述
べましたように、一つは、25 km、
20 km及び10 kmコースは国土地
理院をコース内に含め、必ず「測
量と地図の科学館」を見ていただ
くとか、関連イベント（歩測大会）
に参加いただくなどのコース設定
を行いました。
さらに、特別コースとしてIコー
ス4 kmの「地図読み方教室」（「測
量の日」記念ウオーク・団体歩行）
を設けました。このコースは、国
土地理院構内や周辺地域にある諸
施設や植生などの地図記号を頼り
に国土地理院OB 2人のユニーク
な解説を交えながら歩く、2時間
程度のファミリーコースです。ゴールする参加者

吾妻中学校の生徒による、かわいい“檄”
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参加者は、親子連れを中心に、
約35名が参加し、地図記号の起
源やいわれ、不思議などを勉強し
ながら、終始和やかな楽しいウ
オーキングが行われました。

―全日本歩測大会�
（名人・達人戦）の開催－
また、本大会のいま一つの目玉
として、測量やウオーキングの原
点である「歩測」にチャレンジする
「全日本歩測大会（名人・達人戦）」
を開催いたしました。平成22年
度から、この歩測大会は、JWA、
伊能忠敬研究会、国土地理院（名
誉会長：国土地理院長、審査委員

長：大内惣之丞伊能ウオーク隊
長）が、協議の上、つくば会場（毎
年6月）と深川会場（毎年1月予定）
の2か所の歩測大会会場に指定し
たのに伴い、つくば市の国土地理
院が全日本歩測大会の会場として
継続して開催されることとなった
ものです。
参加者は、午前・午後の各会合
計で、136名が参加し、26名の達
人（3コースの誤差が各±2％以下
で合格）が出ました。残念ながら、
名人（3コースの誤差が各±0.5％
以下で合格）は今回も出ませんで
した。

おわりに

第6回大会は、いよいよ念願で
あった関東甲信越マーチングリー
グの指定大会の第1回大会とし
て2日間の大会（ツーデーウオー
ク）を無事開催することができま
した。本大会は、今後、「いばら
き元気ウオークの日及びつくばウ

オークの日」で、つくばの国土地
理院を中心に「測量の日」記念イ
ベントが計画される6月の第1日
曜日を軸に継続的に開催すること
になります。また、来年の第7回
つくば国際ウオーキング大会は、
JWA指定のオールジャパン大会に
加え、関東甲信越マーチングリー
グの24番目の指定大会（茨城県で
は古河の花桃ウオークに次ぐ2番
目の大会）として、平成24年6月
1日（土）、2日（日）に開催を予定し
ていますので、引き続きご協力の
ほどよろしくお願いいたします。
最後になりましたが、今大会の
開催にあたり、日本土地家屋調査
士会連合会並びに茨城土地家屋調
査士会（茨城会）の関係者の皆様に
は多大なご支援、ご協力を頂きま
した。改めて心より御礼を申し上
げ、会報への締めとさせていただ
きます。
（第6回つくば国際ウオーキング	

大会会長）
歩測大会結果発表

第6回つくば国際ウオーキング大会報告
ウオーキング大会実行委員

茨城土地家屋調査士会
総務副部長　藤井里美

はじめに

つくば国際ウオーキング大会6
回目にして初めて、茨城土地家屋
調査士会（以下「茨城会」という。）
では、実行委員会の会議から参加
し、準備を進めて参りました。そ
の最中の平成24年5月6日、コー

ス内のつくば市北条地区では竜巻
により甚大な被害を受けました。
実行委員会では、大会で義援金を
募ることを決定し、それを受けて、
茨城会では本会総会時に災害御見
舞い募金を実施しました。

ウオーキング大会当日

平成24年6月2日（土）、4時起
きをして、メイン会場であるつく
ば中央公園に向かいました。会場
では、地元の土浦支部の皆さんが

もう既に会の幟旗の設置をしてい
て、実行委員やスタッフの皆さん
に朝の挨拶をしてから、もう1つ
の会場である北条地区にある筑波

竜巻被害の瓦礫の山
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窓口センターに車で移動しまし
た。会場横には、竜巻被害の瓦礫
が文字通り山となっており、衝撃
的な光景でした。
窓口センターから出発するのは、

30 km、20 km	2つの長距離コース
の方々です。ウオーカーの方々が
意気揚々と出発して行った丁度20
分後、メイン会場では、出発式が
始まりました。こちらは、10 km、
7 kmの2つのコースの出発地となり
ます。茨城県ウオーキング協会の
堀野会長挨拶、つくば市の市原市
長挨拶、茨城会の岡本会長挨拶と
あり、岡本会長から市原市長へ災
害御見舞い募金が手渡されました。
長距離コースの参加者は、もう
ウオーキングのプロと言っても過
言ではないような方々が大半で
す。全国各地のウオーキング大会
に参加され、歩くスピードもハン
パではありません。そこに、ウ
オーキング素人の一般参加者が混
じって歩くので、ゴール到達時間
が本当にバラバラで、30 kmコー
スの最初にゴールした方と最後に
ゴールした方とは3時間以上の差
があったようです。なお、茨城会
からは、会長、副会長及び常任理
事の方々が家族同伴で、中・短距

離コースに参加いたしました。
大会初日にはゴールした方々を
元気付ける筑波大学吹奏楽団演奏
がありました。演奏曲はAKB48
の『会いたかった』やアニメ、ワン
ピースの主題歌等アップテンポの
曲が多く、大会を盛り上げ、アン
コールも出ました。
6月3日（日）、降水確率80％以
上の予想を覆し、時折晴れ間も見
えるウオーキング日和となりまし
た。このウオーキング大会、未だ
かつて雨に降られたことがないそ
うです。2日目は牛久かっぱ太鼓
による出陣太鼓に景気付けられ、
スタートしました。実は、初日の
30 kmコースに私の夫が、2日目
の10 kmコースに夫と子ども2人
と妹が参加しました。恥ずかしな
がら、2日目の最終ゴール者が、

10 kmコース参加の私の家族とい
う結果で、スタッフ総出のお出迎
えとなりました。
さて、スタッフ参加の土浦支部
の皆さんの主な仕事は、会場案内
と交通誘導の立哨で、強い日差し
の中、丸2日間ほとんど動かずの
立ちっぱなしという状況で、本当
にお疲れ様でした。特に村上支部
長は挨拶の場面もあり、支部を挙
げてのご協力に感謝申し上げます。

終わりに

実行委員会を通して、ウオーキ
ング協会の方々とも仲良くなり、
特に三好実行委員長ご夫妻にはお
世話になりました。それから、大
会終了後のスタッフミーティング
に挨拶をする機会を設けていただ
きました。本当にありがたいことだ
と思います。皆さんに「来年もまた
一緒にやろう！」と言われました。
次回のつくば国際ウオーキング
大会は、今回のことを踏まえて、
もっともっと、土地家屋調査士会
をPRできるよう微力ながら頑張
ろうと思います。

以上

長距離コーススタート！ 大会終了後のスタッフミーティング牛久かっぱ太鼓による出陣太鼓

ゴール直後の茨城会の�
岡本会長（右）と片平副会長（左）
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とある穏やかな日に事務所でコーヒーを飲みなが
らまったりとしていた昼下がりに一本の電話が鳴っ
た。仕事の依頼の電話かと思い意気揚々と電話に出
てみたが、相手は函館土地家屋調査士会の大御所の
方ですぐにいやな予感がした。今すぐにでも切って
しまいたい衝動を抑え相手が要件を話すのをじっと
待っていると、電話の主は滑り出すように話し始め
た。連合会会報に載せる「我が会の会員自慢」の原稿
を書いてほしいとのこと。やはり電話に出た瞬間に
切っておけば良かった。一瞬の判断を誤った自分の
ふがいなさを実感しつつも、この窮地をどうにか乗
り越えるべく頭を働かせて、会員自慢ってこれと
いって特別なこともできませんし、ただ何となく飯
食って寝てるだけの平凡な人間に書けることなんて
ありませんよと、やんわり断ろうとしたのだが、と
にかく何を書いてもいいからよろしくと柔らかい話
し方の裏に断らせない気迫に圧倒され、「わかりま
した」と「頑張ります」と返事してしまった。いや、
させられたといっても過言ではないはず。返事を聞
いた電話の主は満足げにまた一つ勝利を勝ち取った
と感じられる雰囲気を残しつつ電話が切れた。
電話が切れた後、呆然と受話器を握りしめ少しの
敗北感とこれから原稿を書き終えるまでの憂鬱な日々
のことを考えるとその日は仕事する気力など残ってい
るはずもなく、早々に仕事を切り上げ眠りについたの
は言うまでもない。
こんな平凡な自分は土地家屋調査士として開業し

我が会の会員自慢　Vol.7

函館会／三重会

て1年たったばかりなのですが、土地家屋調査士の
資格を知ったのは独立前に勤めていた測量会社兼土
地家屋調査士事務所に入社した平成10年のこと。
この業界は初めての職種だったのだが、今の仕事
を天職とまでは思わないが、「資格くらいは取って
おかないと」と思い平成11年に測量士補を取得し、
その後平成13年に土地家屋調査士の試験挑戦を決
意した。仕事をしながらの孤独な浪人生のような生
活に終わりを告げたのは2年後の夏、13番というナ
イスな番号をホームページ上で見つけたとき、一人
小躍りして喜び、妻から電話でおめでとうと言われ、
社長からはうちの事務所から土地家屋調査士合格者
を出せたと喜ばれ、実家の両親に報告し土地家屋調
査士？何それうまいの的なリアクションにがっかり
したのはいい思い出。
土地家屋調査士の資格が有れば後は測量士くらい
かと考え測量士は測量士補あればグレードアップで
きるんだもんねと調べて見ると試験で測量士補を取
ると試験でしか測量士になれないんだね。意地悪と
かなんとかぶつぶつ文句を言いながら平成17年に
測量士取得。もう資格はいいよねいいよねと自分に
言い聞かせ試験勉強はおしまいにした。
資格は取ったが今の会社にいる限りは使うことは
ないし、このご時世に独立開業しても食っていけな
いし、このままサラリーマンで給料をもらっていれ
ればいいやなんて考えていたのだが突然転機が訪れ
た。勤めていた会社の社長が急逝してしまい、今の

函館会　　『我が会の会員自慢』
函館土地家屋調査士会　　鈴木　正幸

我が会の会員自慢として函館会が御紹介いたしますのは、平成23年に入会した鈴木正幸会員です。
会員数も現在58名と少なく会員の平均年齢も60歳を超える函館会の期待の若手会員です。開業し
て初めて仕事をした時の感謝の気持ち、人とのつながりの大切さ等、日々の業務の中で忘れがちな
ことを思い出しました。ベテラン土地家屋調査士の方々には開業した当時のことを思い出しながら
読んでいただきたく思います。

函館土地家屋調査士会　広報部長　　小田　純一

VOL. 07
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会社は閉めることになってしまった。ありがたいこ
とに事務所、機材をそのまま借りて恵まれた環境で
独立して自営業がスタートしたのが37才の冬。
従業員として働いていたときは与えられた業務を
ひたすら遂行するために心血を注いできたが、人付
き合いは自分に向かないしそんなに必要ないと思っ
ていた。
自営業になってみて思うのがこれといってコネも
カネも持っていない自分に仕事を紹介してくれる人
のありがたさである。土地家屋調査士の扱う物は土
地、建物であるが、その土地、建物には所有者であ
る人がいて、その人のつながりから巡り巡って自分
の所までつながっている。考えてみると紹介してく
れる人は何の見返りもなく自分に声をかけてくれ
るってすごくありがたいことだと思う。
ある業界のトップセールスの営業マンは商品を売

るためにごり押しするタイプの人ではなく、気配りの
達人のような人で一見してそんなに契約をとれるタ
イプに見えないが、お客さんの話をじっくり聞きその
人のためになることに体を使い汗を流している。おそ
らくその営業マンは本心からそうしたくてそうしてい
るのだろう。結果としてお客さんとの信頼が築けて契
約に結びついている。さらにそのお客さんの紹介か
らまた次の契約につながっていくという話を聞いた。
また、別の話でとある人がとある仕事を依頼し見
積りをお願いしたのだが、現場も確認しないし打合
せもない。最初の概略見積りなのでこんなもんかと

思い、いよいよ正式に依頼したいので細かく打合せ
しましょうと話をし金額を確定させるべく打合せを
しているのだが、この段階になってもカタログの1
つも持ってこないで、このくらいの金額はかかると
言う。金額が合わないのでここの物のグレードを下
げれば安くなりますよねとかこの項目をこちらでや
るので金額を下げられますよねと話してもこれだけ
かかるの一点張り。一体この人は誰の依頼に応える
べく仕事をしようとしているのだろう。依頼主の顔
を見ずに自分の利益しか見えていないようなので、
お断りして他に依頼したという話を聞いた。

これらの話を聞いて、日々の業務に忙殺され依頼
人やそのほかの人たちの顔を見ずに自分の都合で仕
事をしてないだろうかと改めて考えさせられた。開業
したばかりの自分はこれからの長い人生を土地家屋
調査士業を生業としていくためには、何に重点を置
いていくかと考えたとき、自分としては人のつながり
を大事にしていきたい。原稿の依頼も人のつながり
の1つで、速攻で電話を切ってしまっていたらせっか
くのチャンスを無駄にしてしまったのかもしれない。
書くネタが無くて何を書こうか悩み、睡眠時間も8時
間しか眠れない日々が続いても、あと数行で終わると
思うとこれはこれでいい経験だったのかもしれない。
今回のこの原稿を通じて改めて自分の経営者とし
てのスタンスを確認し、初心忘れるべからずの備忘
録としてここに記して筆を置きたいと思う。

川井　生放送ではありませんので、ついうっかりは
カットします。いつものように楽しくお願いいたし
ます。
岡本　歳もとり、入れ歯になって発音しにくいし、

三重会　　『我が会の会員自慢』
 三重県土地家屋調査士会　　岡本　暁光

土地家屋調査士歴57年目を迎えた岡本暁光会員。昭和7年生まれ御年80歳。理事、副会長、会長
を歴任。その役員歴30年余りを「まぁ、私は世話好きなんだなぁ」と一言で振り返られる。平成21年
春の叙勲において当会初の旭日双光章を受章。聞き手には、三重県で初めて会った土地家屋調査士が
当時会長の岡本会員で、ご縁を感じますと恐縮ぎみの当会副会長の川井一浩会員にお願いしました。

三重県土地家屋調査士会　広報厚生部長　　上杉　和子

思ったようにすっと言葉が出てこないんですわ。対
談なんて初めてで簡単に引き受けたもんだから、後
から考えるとまずいことしたなぁと思ってます。
川井　そうおっしゃらずに、三重会の組織や業務の
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変遷など、最も精通されている岡本先生に、会の歴
史を後世に伝える意味においても、是非にと思った
んです。どうかよろしくお願いいたします。先生の
登録は昭和31年2月、その頃の三重会の話から。
岡本　登録をすれば仕事ができる。会は任意加入で、
存在すらわからなかった。先輩に総会に出るよう言わ
れて「会の何か世話してくれんか」が、会との出会い
でしたわ。会長が替わった時「法務局の傍やから、用
紙の販売やってくれ」と頼まれて、「あぁよろしいよ」
と。事務局はまだなくて、私が行政書士会の理事か
副会長してた時、行政書士会も新たに事務局の場所
を探していて、それなら協力してと2階建の上が行政、
下が土地家屋調査士、2～ 3坪しかなかったところで、
事務局長になる人を探して、初めてできたんですわ。
それが手狭になって、昭和41年に司調合同会館
を建てた。司法書士は、証紙制度があり資金があっ
たけど土地家屋調査士は会費だけで資金がない。そ
の時、資金集めのために土地家屋調査士も証紙制度
を作ったんですわ。
川井　昭和51年に三重県が法17条（現・法14条）地
図のモデル地区に指定されて、津市の地図作成作業
で、17条地図作成対策委員に岡本さんの名前があ
りましたが？
岡本　何でもそうだけど、先頭きって地元の役員が
動かないことには、後に続いてきてもらえない。要
領がわからんので、前年に富山会に委員全員で行っ
て、やり方を教わって、無事にやり遂げることがで
きました。
川井　昭和61年公嘱協会の設立、岡本さんは発起人
代表であり、初代の理事長になられたんでしたよね。
岡本　やり手がないからやってくれと副会長兼任で
引き受けました。誰かがやらないとあかんことだし、
まぁ会の仕事も今ほど忙しくなかったと思う。役員
報酬はなかった。県外へ行くときは旅費日当つけて
もらったな。
川井　岡本さんは、新たに始まる物事に率先して挑

まれてこられたのですね。新しいもの、時代の変化
もいち早く取り入れられてますよね。デジカメもパ
ソコンも普及しない頃から既に持たれてましたね。
岡本　機械ものが好きで、珍しがって買ってしまう
んです。若い時は、真空管のスーパーラジオ組み立
てて、声が出た時はうれしかった。パソコンも最初は
高いから、箱とマザーボード買って組み立てて、ひね
くり倒して人に尋ねて、映った時もうれしかったなぁ。
川井　インターネットもごく身近に？
岡本　制度広報などもインターネットを活用して何
かできることがあるといいと思う。インターネット
ラジオのスポンサーがあまりないところと上手に協
力して捉まえられたら…。
川井　お手元のは、アイフォンですか？それは、ご
趣味？仕事にも活用されてるんですか？
岡本　インターネットラジオで音楽やニュースをよ
く聞いてます。仕事ではパソコンのメールが転送さ
れてくるし、測量に関するアプリも入ってますよ。
川井　流石ですね。若手以上に使いこなされていらっ
しゃる。すばらしい。最後に30年後の未来の土地家
屋調査士会は、どんなふうになっているでしょうね。
岡本　個人が住んでいないところの境界の管理など
を、土地家屋調査士会が委託を受けて定期的に確認
して、委託料を会の収入にしていけたらいいだろう
ね。境界標にはセンサーを埋め込んでおいて、埋まっ
てしまっても容易に確認できるようにして、地域地
域で座標管理してやっていくような。会員の会費負
担も楽になるだろう。
川井　本日はありがとうございました。会員と会と
の関わりは支え合いの精神であり、温故知新の精神
のもとに、三重会も今後も変化し続け益々発展して
いけるよう、岡本先生の今なお自身の更なる発展、
可能性を追い求める純粋な姿勢に勇気をいただき、
我々も頑張っていきたいと思います。土地家屋調査
士制度制定70周年を迎える年には先生は米寿。是非
その時にまた対談させていただければ嬉しいです。
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「土地家屋調査士オリジナルカレンダー」は好評につき今年で13回目を迎えました。ご購
入を希望される方は、下記の内容をお含みいただき、別途送付予定の「お申込のご案内」
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土地家屋調査士 2013 年オリジナルカレンダー
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日本土地家屋調査士会連合会の財務部事業（日調連共済会の親睦事業）の一環として、

恒例の写真コンクールを開催し、全国34名からお寄せいただいた61点の作品の中から、

入賞・入選作品が第69回定時総会会場に展示され、総会に華を添えました。

審査に当たられた公益社団法人�日本写

真家協会名誉会員・木村惠一先生には、

趣深い観点からの審査をもって、入賞作

品それぞれに選評していただきました。

入賞・入選・佳作作品の一部は、本誌「土

地家屋調査士」の表紙に採用させていた

だきます。皆様もぜひともコンクール

に参加して、ご自身の写真で会報を飾っ

てみられるのはいかがでしょうか。

本紙面において、ご応募された全ての

方々と、審査及び総評をいただきまし

た木村先生に感謝申し上げますととも

に、次回も多くの方からのご応募を心

からお待ちしております。

〔財務部（日調連共済会）〕
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連合会長賞

「送り盆」
石沢　直行（静岡会）

お盆の間一緒に過ごした祖先の精霊送りの仕度にお寺に来たのでしょう。油蝉がジィジィと鳴く午後の
ひとときを、寺の門をくぐる女性の後ろ姿で上手に表現をしました。日常の暮らしの断片を撮影して感
情表現をすることは、易しいようで難しいものですが、送り盆に気持ちをこめてスナップした視点が、
とても優れた作品をつくりあげました。
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銀　賞「氷瀑に挑む」
立原　英二（茨城会）

日本の三大氷瀑のひとつ、袋田の滝のアイスク
ライミングです。補助のロープもなく両手に持っ
たアイスハンマーだけで登攀するスリリングな
様子を、対岸からしっかりと捉えています。更
に奥の氷瀑をも入れ、厳冬期の氷瀑を幻想的な
光景として表現しました。

銀　賞「始発列車」
田﨑　　実（福岡会）

日田彦山線は、北九州の小倉と大分の日田間を
走る100年もの歴史を持つ鉄道です。美しい小
野を走るので、鉄道ファンには人気のある路線
です。桜満開のローカル駅の一番列車に乗る女
子生徒をホームに配し、素晴らしいアングルで
春爛漫の光景を活写しました。

金　賞
「しぶき氷」
山田　秀春（青森会）

厳冬の十和田湖畔の夜半に、吹き荒れた波しぶきが繰
り返し重なって出来上がったのでしょう。見事な氷の
芸術がつくられています。湖畔の水際にカメラを据え、
広角レンズでシャープな画像を構成し、見事な景観を
つくりあげた技量はプロ写真家並みの技術です。
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銅　賞「東京スカイツリー」
古口　讓一（栃木会）

スカイツリーは、オープン以来相変らずの人気
観光地として賑わっていますが、スカイツリー
は真下から撮っても中々上手には撮れません。
この写真、街中に置いてあるカーブミラーを上
手に使って、タワーの威容を上手に捉えました。
これで桜が咲いていれば満点です。

入選
池澤　　均� 埼玉会� 「雨の峠越え」
袴田　安子� 静岡会� 「大井川鐡道」
太田　正人� 長野会� 「喜びの日」
松田　邦利� 山口会� 「滝の音」
甲斐　武徳� 福岡会� 「石の街」
伝農　一夫� 秋田会� 「花火見物」
山本　隆博� 香川会� 「めざめ」
小川　龍明� 高知会� 「陽春」

佳作
吉田　英男� 奈良会� 「午後のひととき」
大野　妙嗣� 奈良会� 「僕は、ヒーロー」
松田眞知子� 山口会� 「はつまご」
寺﨑　修一� 佐賀会� 「夜景」
柏屋　敏秋� 山形会� 「一緒に夢の旅」

今年は昨年を大幅に上回る多くの作品が応募され、内

容も変化に富んだ優れた作品を見ることができました。

近頃はフィルムカメラの衰退と、デジタルカメラの小

型軽量機が高性能化し、携帯にも便利になったことも

ありますが、新しい写真のブームが到来してきました。

撮影した画像をその場ですぐ確認でき、失敗も殆んど

ないのですから写真を楽しむ方が多くなるのは当然だ

と思います。コンクールに入賞した作品は会報の表紙

として掲載されることもありますので、来年度に向け

て更に一層の努力を期待しております。

総　評

銅　賞「足 音」
濱田　眞行（三重会）

高野山は、弘法大師が入定した真言宗の聖地です。奥の院
に向かって長い坂道をゆく若い僧侶たちはこれから修行に
向かうのでしょうか。低いカメラアングルで参道をゆく僧
の行列を上手に撮影しました。歴史ある高野山の雰囲気が
よくでています。

銅　賞「水温む」
椎名　　弘（神奈川会）

横浜の高速道路下の河川は、遊覧船が走るでも
なく忘れ去られたような存在ですが、河川を管
理する人達によって、流れ来るゴミから景観も
守られているのですね。網で一つずつ掬ってゆ
く地味な仕事を、しっかりとした視線で記録し
ました。
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い
う

私
も
毎
日
一
万
歩
ほ
ど
の
散
策
を
励
行
し
て
い

る
。
私
に
と
っ
て
は
そ
の
散
策
が
詩
嚢
を
肥
や
す

場
所
と
も
な
っ
て
い
る
。
同
時
発
表
の
句
に
、
役

職
の
重
荷
も
下
ろ
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
役
職
が
、
町
会
の
こ
と
で
あ
れ
身
軽
に
な
っ

た
体
で
精
々
散
歩
さ
れ
た
い
。

井
上
晃
一

来
客
に
新
茶
の
香
漂
は
す

事
務
所
を
訪
れ
た
客
で
あ
ろ
う
か
。
ま
あ
一
杯

と
新
茶
の
も
て
な
し
を
し
た
の
で
あ
る
。
作
者
の

事
務
所
は
埼
玉
県
、
新
茶
は
お
そ
ら
く
狭
山
茶
で

あ
ろ
う
。
馥
郁
た
る
新
茶
の
香
り
が
め
で
た
い
。
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東日本大震災の特別セッションも開催

世界測量者連盟（FIG）ワーキングウイーク・2012報告

東日本大震災の
特別セッションも開催

世界測量者連盟（FIG）ワーキングウイーク・2012報告

世界各国の測量や地籍管理等に関係する政府機関
や研究者・実務家が一堂に会してこの分野の現状と
課題・展望などを報告し、議論する場でもある世界
測量者連盟の総会・研究大会は世界各地を会場に毎
年開催されています。
FIGの日本加盟団体である日本測量者連盟（JFS）
の構成団体である日調連は、国際的な視点から制度
への対応を考える意義が大であるとして、10年ほ
ど前から毎年開催されるFIGの総会・研究大会に
役員や会員を派遣し、特に地籍に関する分野におけ
る国際的な人脈を構築するとともに、この分野の新
しい動きを会務に反映させることとしています。
前回大会は、昨年5月にモロッコ国・マラケシュ
で開催されましたが、日調連は東日本大震災の被災
対応で忙殺されていたこと及び当時は開催国である
モロッコの政情不安による治安問題等の為参加を見
送った経緯があります。
本年は日調連からの派遣者として、竹内会長の命
を受け、これまでも個人として、又は会務としての
参加経験のある南城正剛氏（宮城県土地家屋調査士

会会員）と私・松岡直武（日調連・名誉会長）の2名
がTechnical	Programに出席しましたのでその概要
を報告します。

大会では例年200 ～ 300本を超える研究発表が行
われ、参加者は世界各国が取り組んでいる測量関連
施策や最新の研究に触れることになりますが、参加
者の多くは国家機関（測量や地籍関連部門が多い）の
幹部職員や研究者・実務家団体からの派遣者です。

日本では春の連休最終日の5月5日から10日まで、イタリアの首都ローマの旧市街近くの小高い丘の上にあ
るRome Cavalieri Hotelにおいて世界測量者連盟（FIG・本部デンマーク）の年次研究大会である『Working Week 
2012』が、世界95か国、約1400名が参加して開催されました。

メインシンポジウム

レセプションではオーケストラの生演奏で開幕

会場のホテルからはローマ旧市街が一望
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近年の研究発表の傾向は測地測量そのものについ
て技術的あるいは機器の高度化に関する報告も勿論
多数ありますが、どちらかといえば、地理空間情報
やリモートセンシング分野の飛躍的発展を背景に、
測量の成果、わけても地籍測量の成果の多目的活用
や地籍管理が主要な報告を占めているように感じら
れます。
会場ではFIGの前会長であるEnemark氏ほかの
FIG重鎮諸氏が共同執筆した500ページにも及ぶ大
著 Land	Administration	for	Sustainable	Development
～持続可能な発展の為の土地管理～のサイン会が著
者が出席して会場で開かれていたのもその一端のよ
うに感じました。

ところで、今年のローマ大会は日本からの参加者
にとって、極めて重要な大会となりました。世界の
一大関心事となった原子力発電所の被災と放射能
汚染の問題を含め、世界が注目している『東日本大
震災』による地殻変動や津波災害について特別セッ
ションが設けられ、世界からの参加者に現状や課題
を報告する時間が設けられていたからです。

FIG世界大会においては、これまでこのような企
画はなく、日本からの参加者の報告も少なかったの
ですが、今年の研究大会には国土交通省・国土地理
院からも2名の専門家が参加され、大震災に際して
政府機関として実施している、地理・空間情報分野
における被災地域の調査・解析・情報発信等に関す
る対応や、国家基準点の改測・成果の改訂をはじめ、
地殻変動等に関する国としての対応・取組み・研究
報告をされました。

日調連からの報告者として登壇した南城正剛氏
は、日調連の関根一三・副会長との共同研究の報告
者として「東日本大震災と地籍～地殻変動に伴う境
界移動への対応と課題」と題して、プロジェクター
を使用して地殻変動や津波災害が不動産登記の現場
に与えた影響、特に土地の境界の移動に関する問題
を現場写真等を交えて詳細に報告しました。

セッションの冒頭、村井会長が報告したテーマで
は、津波被災の瞬間の動画が映し出されると会場か
らはため息が漏れるほどでした。

日本側報告者のいずれの報告に対しても、各国か
ら参加したセッション出席者から多くの質問が出さ
れました。
南城報告に対しても旧日本測地系、測地成果
2000、測地成果2011、任意座標による基準点の使
用等々、様々な基準点を使用した測量の成果として
現存する地籍図をどのように修正していくのか、地
表面の移動と筆界の移動についての考え方、結果と
して権利の及ぶ範囲と違うことになるのか、それと
も筆界の移動と共にそれら権利の及ぶ範囲も動くこ
とになるのかなど、多くの視点から質問が出されま
した。

また極めて異例のことですが、FIGの2011 ～
2014年度会長であるCheeHai	Teo氏（マレーシア測
量者協会所属）がセッションに終始参加され、終了
後、特に発言を求められて、特別セッションにおけ
る報告のお礼と、東日本大震災において日本の測量
関係者が多大の貢献をされたことに感謝の意を表さ
れました。

東日本大震災　特別セッションの案内板

特別セッションでの南城報告
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FIGローマ大会　特別セッション報告者・参加者

【特別セッションのテーマ】
東日本における壊滅的な大災害　～震災と津波～

【報告者・参加者】
村井　俊治　日本測量者連盟会長　東京大学名誉教授

演題　東日本大震災と津波の教訓

永山　　透　国土地理院・北海道地方測量部長（震災時は担当責任者）

演題　東日本大震災における国土地理院の対応

山際　敦史　国土地理院・測地部　測地技術調整官

演題　国家基準点の震災復旧と成果の改訂

平田　更一　日本測量者連盟・特別セッションコーディネーター

演題　GISのボランティア活動

吉川　和男　株式会社パスコ　技術士・地理空間情報総括監理技術者

演題　リモートセンシングによる東日本大震災モニタリング

南城　正剛・松岡　直武　日本土地家屋調査士会連合会
演題　東日本大震災と地籍～地殻変動に伴う境界移動への対応と課題

西　修二郎　日本測量協会常任参与（FIG・JFS担当役員）

数日間の期間中、一度に数か所で同時に開催され
る研究報告会場での内容の豊富さや傾向への興味も
さることながら、ランチタイムやレセプションの場
を利用して参加各国の方々と情報交換する機会を何
度か得ました。大震災特別セッション開催のことも
あってか東日本大震災と津波被災に関心が深いこ
と、皆さんが明日は我が身の如く感じておられる方
も少なくないことが窺えました。
また、国によっては地籍の異動に関する測量・調
査・管理等について国家機関とその職員が自ら行う
としているシステムを採用しているところが多く、
民間の専門家である土地家屋調査士が国家の重要な
施策の一つである地籍・境界問題・不動産登記に多
面的に関与することについても関心が高いと感じま
した。
最後に南城・松岡両名を日調連代表としてFIG
大会に派遣いただいた日本土地家屋調査士会連合会
竹内会長・関根副会長はじめ担当役員各位、事務手
続等にご尽力いただいた連合会事務局の皆さんにお
礼申し上げます。 左から西・平田・松岡・南城・山際の各氏

また、FIGの日本加盟団体として大会登録、特別
セッション運営にあたられた日本測量者連盟（JFS）
村井俊治会長、西修二郎様ほかの皆さん及び日本か
らの報告者・出席者各位に謝意を表し、概要報告と
させていただきます。

松岡　直武（日調連名誉会長）　記
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登録者は次のとおりです。

平成24年6月		1日付
東京	 7735	原田盛比古	 東京	 7736	三好　晃裕
東京	 7737	腰越　正之	 東京	 7738	三宅　浩太
東京	 7739	丸山宗一郎	 埼玉	 2511	蓮見　収栄
千葉	 2111	 野　友和	 茨城	 1420	黒沢　善恒
茨城	 1421	柳田　直樹	 茨城	 1422	大森　　聡
大阪	 3161	中山　　隆	 大阪	 3162	木下　　誠
京都	 846	本田　安男	 兵庫	 2402	竹内　　尚
滋賀	 426	中村　洋三	 三重	 872	小松　哲也
岐阜	 1239	伊串　康晴	 福岡	 2206	西村　裕伸
福岡	 2207	池田　俊幸	 長崎	 773	石橋　孝作
宮城	 1003	田中　正平	 岩手	 1136	松木　英樹
平成24年6月11日付	
千葉	 2112	田中　　進	 三重	 873	吉田　穣次
青森	 757	藤嶋　雅章	
平成24年6月20日付	
東京	 7740	輿水　城治	 東京	 7741	関　　正充
東京	 7742	山口　雅史	 東京	 7743	内田　正美
東京	 7744	辻　　省吾	 神奈川	2933	加藤　弘範
神奈川	2934	鈴木　一正	 奈良	 423	寺田　政好
福井	 431	倉田　英樹	 宮城	 1004	鎌田　正已

土地家屋調査士名簿の登録関係

土地家屋調査士名簿の登録関係

登録取消し者は次のとおりです。

平成24年3月26日付	 神奈川	1640	神山　信夫
平成24年3月28日付	 沖縄	 171	奥里　博
平成24年4月		9日付	 福島	 997	高橋　　茂
平成24年4月26日付	 函館	 194	弦 　
平成24年5月		2日付	 東京	 4840	小原　由男
平成24年5月		3日付	 福岡	 1765	馬場　直司
平成24年5月10日付	 神奈川	1649	山岸　嗣義
平成24年5月16日付	 山口	 564	久保田茂則
平成24年5月22日付	
東京	 295	小菅　　茂	 神奈川	 824	青木　正男
平成24年5月23日付	 神奈川	2003	船橋　一夫
平成24年6月		1日付	
東京	 4458	笠井　信吾	 東京	 6496	浅沼　譲司
埼玉	 1358	図師　義一	 埼玉	 2078	渡辺　　武
千葉	 1406	菅井　　茂	 茨城	 1090	柳町　 明
愛知	 2761	瀨戸　新一	 福岡	 2160	駿河　克宏
大分	 588	今井　　昭	 鹿児島	 922	外内　大道
平成24年6月11日付	
神奈川	1637	蜂谷　侑士	 神奈川	2167	西川　　勉
兵庫	 1866	中塚　　 	 鳥取	 399	吉田　清昭
鹿児島	 418	永田慶四郎	 山形	 760	児玉　大八
秋田	 842	大畑　　隆	 札幌	 479	高橋　良三
札幌	 892	白石志津子	 旭川	 197	山岡　信彦
平成24年6月20日付	
東京	 7704	本間　信一	 神奈川	2538	伊藤　和義
千葉	 1007	村田　健司	 長野	 2294	酒井　和美
新潟	 977	増子　直幸	 広島	 1185	佐谷　征三

ADR認定土地家屋調査士登録者は
次のとおりです。

平成24年6月		1日付	 鳥取	 439	花岡　　真
平成24年6月11日付	
東京	 7470	小林　　悟	 富山	 479	木田　昌和
平成24年6月20日付	
東京	 7480	髙島　紀男	 東京	 7578	遠山　重信
香川	 680	大川　浩二	
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完全復元伊能大図展（千葉）

「香取市復興特別企画　完全復
元伊能大図展」が、伊能忠敬が江
戸に出るまでの半生を過ごした香
取市で開催されているとのことで
訪れてみました。
ゴールデンウィークの初日の平
成24年4月28日（土）に、土地家
屋調査士会館のある水道橋から千
葉、佐倉、成田を経て香取市の香
取市民体育館へと向かいました。
千葉駅で各駅停車の電車へ乗り
換え、成田を過ぎたあたりからは
田植えが終わったばかりの牧歌的
な中を走り、2時間ほどでJR成
田線佐原駅に着きました。
ゴールデンウィークに合わせ
て、香取市が主催者となった「伊
能忠敬まつり」の最中であり、「完
全復元伊能大図展」のほか「伊能忠
敬記念館での資料の展示説明」「映
画・伊能忠敬―子午線の夢―」「佐
原五月人形めぐり」「小江戸佐原の
骨董市」「香取市東日本大震災の記
録パネル展」などが開催されてい
ることが、佐原駅で紹介されてい
ました。
目的の「伊能図展」の会場である
体育館は、駅のすぐ北側の佐原コ
ミュニティセンターの敷地にあり
ました。
会場受付で、主催者の千葉日報
社業務局の鎗田局長と広告局営業
部の鈴木様にご挨拶したあと、伊

能図全国巡回フロア展中央実行委
員会の木谷副会長のご案内で展示
会を拝見させていただきました。

アメリカ議会図書館や国立国会
図書館など8か所から255枚を集
めた大図と8枚の図面の中図、そ
れに3枚の図面からなる小図の3
種類の日本の図面がプレートと
なって復元されており、体育館の
床、全面に敷かれております。
会場を訪れた方々は、展示して

ある図面を体育館の2階から鳥瞰
し、その大きさに圧倒されており
ました。次に1階で地図の上を歩
きながら記載されている詳細な内
容を見て、また、これに感心する
ことになります。国や郡の境界線、
宿場の名前のほかに神社、お寺、
陣屋、緯度の測定地などが描いて
あります。
展示されているのが千葉県香取
市でありますので、ご当地そばの
霞ヶ浦や江戸の付近を大勢の方々

完全復元伊能大図展 
（千葉）

日本土地家屋調査士会連合会　広報部次長　　岩渕　正知

平成24年4月26日（木）～ 5月2日（水）
主催　　　　香取市　千葉日報社
特別協賛　　日本たばこ産業株式会社千葉支店
主管　　　　 完全復元伊能図全国巡回フロア展中央実行委員会【伊能忠

敬研究会・（社）日本ウオーキング協会・（社）日本測量協会・
（社）全国測量設計業協会連合会・日本土地家屋調査士会
連合会・（財）日本地図センター・（財）日本測量調査技術
協会・日本私立大学協会】

後援　　　　 国土交通省、厚生労働省、農林水産省、環境省、文部科学省、
経済産業省、千葉県、千葉県教育委員会、香取市教育委
員会、千葉テレビ放送（株）

協賛・協力　 NPO法人千葉県ウオーキング協会、（社）千葉県測量設計
業協会、千葉県土地家屋調査士会　
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が熱心に見ていらっしゃいまし
た。私は、やはり地元の松島、牡
鹿半島付近から、リアス式の三陸
海岸がていねいに描かれているこ
とに見入りました。
日本全体を見るには、小図や中
図が便利だと思い、図面には大縮
尺と小縮尺が必要でそれぞれが役
割を持っているものだと感心いた
しました。
一回りしたあと二階席に座って
大図を眺めながら、私費で始まっ
た測量も途中から幕府に登用さ
れ、納品と検査はどうしたのだろ
うと、変な土地家屋調査士の性が
頭をもたげてまいりました。
小図と中図は広げて全体が見ら
れますが、大図はどのようにした
のだろうか。この大きさを広げら
れるようなお城の大広間はあった
のだろうか。一部分を広げて説明
を受けたとして、それを初めて見
た人は、どのように受けとったの
であろうか。などと別な方向へそ
の思いをめぐらしてしまいまし
た。
フロアの伊能図のほかに、いろ
いろな地図などの資料が展示され
ており、来場者はそれぞれに見学
をしておられました。
会場の出口付近では、千葉県の
測量協会と土地家屋調査士会とに

よる地籍調査事業の啓発のコー
ナーが設営されて、促進陳情のた
めの署名活動を行っておりました
ので、署名をさせていただいて、
会場を出ました。
展示会会場で、ここから歩いて
20分ほどのところに、伊能忠敬
記念館と200年前に忠敬の夢をは
ぐくんだ伊能忠敬旧宅があると教
えていただき、そちらへ向かうこ
とにしました。
佐原は、江戸時代から昭和の初
期まで、江戸（東京）と全国各地を
利根川で経由する物流の中継港と
して栄えたとのことであり、利根
川の支流の小野川の両側に蔵造り
の屋敷が並び、その一角に伊能忠
敬記念館がありました。
記念館では、伊能図のほか伊能
忠敬の年譜や全国測量の工程など
が展示されておりました。
17歳で伊能家へ婿養子となり、
家業の酒造業で伊能家を繁栄させ
て、50歳で江戸へ出るまで佐原
の名主と村方後見を務め上げたこ
と、34歳で松島へ、48歳の時に
は伊勢神宮へ旅をし、そのころに
は、天文学と暦学に興味を持って
いたことなどが紹介されておりま
した。
私は、伊能忠敬が、全国の地図
を作るという目的のほかに、初め

の東北・北海道の測量は個人的な
興味として、また天文学を学ぶも
のとしては、地球の大きさが知り
たく、そのためには正確な子午線
の長さの計測が必要だったこと。
また、後半の西の方面の測量は、
各地の測量のほかに日食の観測を
行って太陽と地球の大きさや経度
の長さを知ろうとしたが、当時は
精確な時計がなかったので、その
測定に限界があったこと。などが
紹介されており、そちらのほうに
も興味を覚えました。
伊能忠敬の旧宅が記念館と柳並
木の小野川を挟んだ向かい側にあ
り、そちらにも行ったところ、東
日本大震災の被害を受けておりま
した。震災前は、家の中を見学す
ることができたとのことですが、
危険なために外観のみの公開に
なっておりました。復旧して、再
度公開ができるようになることを
祈念しながら、佐原を後にいたし
ました。
最後になりましたが、主催され
ました香取市と千葉日報社様、ま
た千葉日報社業務局の鎗田局長と
広告局営業部の鈴木様、伊能図全
国巡回フロア展中央実行委員会の
木谷副会長はじめ、ご協力いただ
きました皆様に深く感謝申し上げ
ます。
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会長レポート

6月15日～16日
中国ブロック協議会「第55回総会」
ブロック総会が盛会裏に終了したことの報告を受
け、その後行われた式典において、谷口広島法務
局民事行政部部長が吉崎広島法務局長の代理とし
て、10名の方々に広島法務局長表彰状の授与が
執り行われた。受賞された方々には今後ともご活
躍をご期待申し上げます。
翌日、七戸克彦九州大学大学院法学研究員教授に
よる「土地家屋調査士の現状と未来戦略」と題して
2時間に亘りご講演を頂き拝聴した。土地家屋調
査士に対する熱い思いの中での講演内容であり、
今後の土地家屋調査士制度構築に際して参考とな
りました。有難うございました。

17日～18日
第2回常任理事会
各副会長、専務理事、各常任理事出席
＜審議事項＞
1　	第8回土地家屋調査士特別研修に係る公益財
団法人日弁連法務研究財団との契約について

原案どおり承認された。
＜協議事項＞
1　	平成23年度に実施した「研修に対する調査」と
りまとめの公開について

2　	土地家屋調査士の日に関する啓発活動について
3　第69回定時総会の対応等について
その他、連合会総会に提出されていた質問、要望
等について打合せを行う。

19日
平成24年度臨時理事会
会長、各副会長、専務理事、各常任理事、各理事、
各監事出席
＜審議事項＞　
1　	日本土地家屋調査士会連合会役員給与規程の
一部改正（案）について

原案どおり承認された。

19日～20日
第69回定時総会
会長、各副会長、専務理事、各常任理事、各理事、
各監事出席
第1号議案　（イ）		平成23年度一般会計収入支出

決算報告承認の件
	 （ロ）		平成23年度特別会計収入支出

決算報告承認の件
第2号議案　	日本土地家屋調査士会連合会会則の

一部改正（案）審議の件
第3号議案　	連合会会館（シティ音羽）の処分（案）

審議の件
第4号議案　平成24年度事業計画（案）審議の件
第5号議案　（イ）		平成24年度一般会計収入支出

予算（案）審議の件
	 （ロ）	平成24年度特別会計収入支出

予算（案）審議の件
執行部提案がすべて原案どおり承認されました。
構成員のご意見、ご要望に対して執行部は真摯に
受け止め、承認された計画について今年度事業を
行ってまいります。お疲れ様でした。

28日
日本司法書士会連合会「司法書士制度140周年記念
祝賀会�東日本大震災被災者支援トーク＆ライブ」
竹谷専務理事同席
歌手の谷村新司氏によるトーク＆ライブでした。

29日
日本土地家屋調査士会連合会中部ブロック協議会�
平成24年度定時総会
林副会長同席
総会は盛会裏に終了した旨の報告を受けるととも
に、式典において連合会報No．663掲載の自由研
究第29回全国小・中学生作品コンクールの生活
科部門で文部科学大臣奨励賞を授賞された、本吉
凛菜さんの「じめんのボタンのナゾ　いちばんえ
らいボタンをさがせ」と題しての自由研究に対し

6月16日
 ～7月15日

会 長 レ ポ ー ト
R E P O R T
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て、日本土地家屋調査士会連合会から感謝の意を
こめて賞状をお送りしました。また、富山地方法
務局長からも感謝状が送られました。中部ブロッ
ク協議会では今後、作品を絵本にする計画がある
そうです。凛菜さんありがとう。

7月1日
小宮山洋子議員「2012『小宮山洋子と元気な日本
を創る会』第3回『政治セミナー』」
厚生労働省として取組みを行っていた社会保障給
付の推移と子ども・子育て関連法案についての報
告と、政治情勢について報告を拝聴した。

6日
北海道ブロック協議会�平成24年度定時総会
関根副会長同席
総会が盛会裏に終了された報告を受けるとともに
式典において札幌法務局長表彰の授与が行われま
した。受賞者の皆様には心からお慶びを申し上げ
ます。また東北ブロック協議会の菅原会長から、
北海道ブロック協議会に対して支援されたことへ
のお礼が述べられた。
講演ということで40分程これからの土地家屋調
査士像について私なりの考えをお話しした。

8日
日本土地家屋調査士会連合会関東ブロック協議会
「第58回定例総会」
林副会長同席
関東ブロック協議会の総会は、始めに式典を行った
その後に総会を開催することが恒例となっておりま
す。式典には、菅谷静岡地方法務局長、清水焼津市
長をはじめ各ブロック協議会会長ほか、多くの方々
の参集により盛大に開催されました。海野関東ブロッ
ク協議会会長はじめ執行部の皆さんご苦労様でした。

11日
第5回正副会長会議
各副会長、専務理事、総務部長出席
＜協議事項＞
1　	平成24年度第3回常任理事会審議事項及び協
議事項の対応について

11日～12日
第3回常任理事会
各副会長、専務理事、各常任理事出席

＜審議事項＞
1　	土地家屋調査士登録事務取扱規程及び土地家
屋調査士会会則モデルの一部改正（案）について

2　	土地家屋調査士会補助者規則（モデル）の一部
改正（案）について

3　	不動産登記に係る土地家屋調査士業務開拓に
関するPTの設置及び制度対策本部員の追加
選任について

4　各種委員会委員等の選任について
5　1号講師団名簿について
6　	研修に関する調査の公開、各会への周知につ
いて

原案どおり承認された。
＜協議事項＞
1　	各部等における平成24年度事業の具体的な執
行計画について

2　	コンプライアンス・プログラム改訂方針につ
いて

3　	第8回土地家屋調査士特別研修の実施方につ
いて

4　	土地家屋調査士特別研修受講促進パンフレッ
トについて

5　	eラーニングの各ブロックからのコンテンツ
提供について

6　全国一斉表示登記無料相談会について
7　調測要領委員会の活動について
8　	平成25年1月の賀詞交歓会、第4回理事会、平
成24年度第2回全国会長会議及び同第2回全
国ブロック協議会長会同の開催日変更について

9　	事業共同組合による土地家屋調査士業務の受
託に関する調査について

10	支給済み日額手当の精算について
11	 	第69回定時総会における各会会長及び代議員
の旅費の差異への対応について

12	 	第2回全国会長会議と第8回国際地籍シンポ
ジウムの日程について

12日～13日
東北ブロック協議会「第57回定時総会」
関根副会長同席
東北ブロック協議会第57回定時総会が、菅原ブ
ロック協議会会長のもと開催されたことの報告を
受けるとともに、その後行われた式典において、
浅井琢児仙台法務局長から多くの方々が局長表彰
を受けられました。受賞者の皆様には心からお慶
びを申し上げます。
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翌日に、基調講演ということで「これからのある
べき土地家屋調査士」と題して講演を行った。講
演後の意見交換の中で貴重なご意見を伺うことが
でき、今後の執行に対して参考としていきたい。
有難うございました。

13日～14日
平成24年度土地家屋調査士会四国ブロック協議
会�定時総会
岡田副会長同席
四国ブロック協議会平成24年度定時総会が、山

本達夫四国ブロック協議会会長のもと、徳島で行
なわれ終了したことの報告を受ける。当日は東北
ブロック協議会総会後の講演をした後、徳島に入
ることとなったため、式典には参加ができなかっ
たことは残念でした。翌日の講演では、「専門職
が気をつけなければいけないクレーマーとその対
応」と題して、弁護士の横山雅文先生による、わ
れわれ土地家屋調査士にとって苦手とするクレー
マーに対処する術を、丁寧にご説明いただき参考
となりました。各会においてもこのような勉強会
が開催されることを切に望むものです。
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3月2日から3月4日にかけて広島
県土地家屋調査士会にて開催された
中国ブロック新人研修会へ参加させ
て頂きました。
三日間の日程でしたが、参加者24
名全員男性で年齢30から60代で平
均年齢51歳でした。
新人研修ではありますが元登記官
の方もおられ他の業種の新人研修と
比べたら、かなり経験や業歴に差が
あるのではないかと思いました。
初日は、土地家屋調査士としての
業務や倫理について講義があり、オ
ンライン申請について1時間（本当は
4時間くらい必要かも‥）でしたが法
務局担当官から説明がありました。
しかし完全オンラインは調査士の
業務では無理と言うことを感じまし

た。講義が全て終わり、夜に懇親会
が広島会の進行により開催されまし
た。6人ずつのテーブル席で研修会
担当の先生方が数名各テーブルに配
置されてました。私の隣席の方と話
をしていましたら元登記官の方であ
ることが分かり大変恐縮しました。
懇親会最後に広島会恒例！？の一本
締めがあり和やかなムードで初日を
終えることが出来ました。
二日目は、天気にも恵まれ外業実
習として三脚の据え付け、最新TS	
S6による対回観測、GPSによる街
区基準点をVRS観測しました。
日頃からGPS観測には興味津々
であったため、あっという間に実習
が終わりました。午後からは報酬の
積算が各テーブル5人ずつに分かれ

てありましたが内訳明細書を分筆、
建物表題、地目変更に分けて作成し
ました。若干高額になったため実務
においては地域により調整が必要だ
と思いました。二日目も無事に終わ
り、夜は山口、広島、島根のメンバー
で広島の歓楽街に街区基準点の調
査！？を兼ねて食事に出かけました。
片道一キロ弱のウォーキングになっ
たので運動不足は解消されました。
三日目は、朝から天気が悪く小雨
が降ってました。朝から弁護士によ
る民事責任について約三時間講義が
ありました。調査士は不動産の表示
に関わるので、あらゆることを想定
して事故やクレームが起きないよう
に慎重に業務に取り組まないといけ
ないことを学びました。最後に修了
証書の授与式があり有意義な研修会
が終了しました。
このたびの研修では広島会の担当
の先生方の熱い指導に深く感謝いた
します。また同じ新人の方と知り合う
ことができ、この研修会がなければ
孤軍奮闘で大変だったと思います。
調査士を取り巻く環境は厳しいで
すが、常に品位の保持に努め、正確
でスムーズな対応が出来るように努
力したいと思います。

山口会

「�中国ブロック新人研修に�
参加して」
防府支部　前田　祐史

ネットワーク 50

山口会



37土地家屋調査士　2012.8月号　No.667

6月16日～ 7月15日会 誌日務

会務日誌

6月
17日～ 18日
第2回常任理事会
＜審議事項＞
1　	第8回土地家屋調査士特別研修に係る公益財
団法人日弁連法務研究財団との契約について

＜協議事項＞
1　	平成23年度に実施した「研修に対する調査」
とりまとめの公開について

2　	土地家屋調査士の日に関する啓発活動につ
いて

3　第69回定時総会の対応等について

19日
平成24年度臨時理事会
＜審議事項＞
1　	日本土地家屋調査士会連合会役員給与規程
の一部改正（案）について

平成24年度臨時理事会業務監査

19日～ 20日
第69回定時総会
第1号議案　	（イ）	平成23年度一般会計収入支

出決算報告承認の件
（ロ）	平成23年度特別会計収入支

出決算報告承認の件
第2号議案　	日本土地家屋調査士会連合会会則

の一部改正（案）審議の件
第3号議案　	連合会会館（シティ音羽）の処分

（案）審議の件
第4号議案　	平成24年度事業計画（案）審議の件
第5号議案　	（イ）	平成24年度一般会計収入支

出予算（案）審議の件
（ロ）	平成24年度特別会計収入支

出予算（案）審議の件

25日
第1回研究所「試験制度」会議（電子会議）
＜議題＞
1　	平成24年度の研究所研究テーマ「土地家屋
調査士試験のあり方と資格制度の研究」に
ついて

26日
第1回研究所「道路内民有地」会議（電子会議）
＜議題＞
1　	平成24年度の研究所研究テーマ「道路内民
有地の取扱いに関する法整備に向けての基
礎研究」について

26日～ 27日
第1回研修部会
＜協議事項＞
1　専門職能継続学習の運用について
2　新人研修の実施・検討について
3　	eラーニングの拡充と運用について（ウェブ
システムを活用した研修）

4　	研修資料の拡充及び研修の充実の推進につ
いて

5　	土地家屋調査士特別研修の受講促進について
6　	ADR認定土地家屋調査士研修の啓発と推進
について

7　日司連との連絡協議会の対応
8　	土地家屋調査士専門職能継続学習の情報公
開に関する細則第2条、学習履歴の公開

9　	土地家屋調査士特別研修に対する要望等に
ついて

27日
第1回特別研修運営委員会
＜協議事項＞
1　第8回土地家屋調査士特別研修について

27日～ 28日
第1回社会事業部会
＜議題＞
1　ADR運営報告書の公表等について
2　	平成24年度の社会事業部渉外活動方針につ
いて

7月
3日～ 4日
第3回調測要領委員会
＜議題＞
1　調査・測量実施要領の改訂について
2　	調査・測量実施要領の土地家屋調査士会会
則への位置付けについて

4日
第2回財務部会
＜議題＞
1　平成24年度財務部事業計画の執行について
2　	第69回定時総会における質問事項への対応
について

3　支給済み日額手当の精算について
4　旅費の取扱いについて
5　業務関係図書等の頒布品について
6　特別会計の定期預金について
7　各種委員等の報償費に関する規程について
8　	所得補償保険及び団体傷害疾病保険の天災
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危険保障特約付帯について
9　親睦事業（ゴルフ大会）の運営等について
10	団体定期保険の募集原稿について

4日～ 5日
第1回研究所会議
＜議題＞
1　	平成24年度研究所の事業執行及び研究方針
について

2　平成24年度の研究所体制について
3　	研究所からの各種研究論文発表会への参画
について

6日
第3回業務部会
＜協議議題＞
1　土地家屋調査士業務に関する指導及び連絡
2　	土地家屋調査士業務と業務報酬に関する調査
3　筆界特定制度に関する事項
4　登記測量に関する事項
5　業務情報公開に関する事項
6　規則第93条調査報告書について
7　	FRK（一般社団法人不動産流通経営協会）
の不動産売買契約書改定への協力について

8　法務局実地調査の補助について
9　二線引畦畔に関する諸問題について

11日
第5回正副会長会議
＜協議事項＞
1　	平成24年度第3回常任理事会審議事項及び
協議事項の対応について

11日～ 12日
第3回常任理事会
＜審議事項＞
1　	土地家屋調査士登録事務取扱規程及び土地
家屋調査士会会則モデルの一部改正（案）に
ついて

2　	土地家屋調査士会補助者規則（モデル）の一
部改正（案）について

3　	不動産登記に係る土地家屋調査士業務開拓
に関するPTの設置及び制度対策本部員の
追加選任について

4　各種委員会委員等の選任について
5　講師団名簿について

6　	研修に関する調査の公開、各会への周知につ
いて

＜協議事項＞
1　	各部等における平成24年度事業の具体的な
執行計画について

2　	コンプライアンス・プログラム改訂方針につ
いて

3　	第8回土地家屋調査士特別研修の実施方につ
いて

4　	土地家屋調査士特別研修受講促進パンフ
レットについて

5　	eラーニングの各ブロックからのコンテン
ツ提供について

6　全国一斉表示登記無料相談会について
7　調測要領委員会の活動について
8　	平成25年1月の賀詞交歓会、第4回理事会、
平成24年度第2回全国会長会議及び同第2
回全国ブロック協議会長会同の開催日変更
について

9　	事業共同組合による土地家屋調査士業務の
受託に関する調査について

10	支給済み日額手当の精算について
11	 	第69回定時総会における各会会長及び代議
員の旅費の差異への対応について

12	 	第2回全国会長会議と第8回国際地籍シン
ポジウムの日程について

12日
第8回国際地籍シンポジウム実行委員会（第2回）
＜協議事項＞
1　	パンフレットのデザインの決定及び印刷及
び各会発送と送付先について

2　通訳について
3　発表者との事前打合せについて
4　	ウェルカムパーティー及び反省会の準備方
法について

5　	台湾・韓国に対する宿泊施設の紹介について
6　当日の受付方法について
7　	総会提案議題である国際地籍学会会則の一
部修正について

8　10月17日～ 20日の日程について

論文審査会
＜協議事項＞
1　	第8回国際地籍シンポジウムでの発表論文
について

お詫び

本誌6月号（No.665）において、以下の誤りがありました。ここに深くお詫び申し上げますとともに、下記訂正方お願いいたします。

記
	 （頁）	 （正誤箇所）	 （誤）	 （正）
	 4	 左段11行目	 （6）①60歳以上の親から	→①65歳以上の親から
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鰻（ウナギ）と鱧（ハモ）と穴子（あなご）

土用の丑の日は、平賀源内がこの日を看板に大書
してウナギを食べる日として流行らせたというのが
一般的に語られております。
今年は資源保護と輸出規制から、私たち庶民の口
には鰻が入りにくくなってきてしまいました。
穴子は年間を通して手に入りますが、今が旬であ
ります。煮穴子、蒲焼き、湯引き、鍋、てんぷらな
ど、火を入れておいしい食べ物ですが、穴子は刺身
が絶品です。見た目は鯛やフグの薄造り、食感です
があえて言うならヒラメのエンガワより弾力があっ
て、脂が乗っております。鰻の刺身もなかなかおい
しいものですが、こちらも負けておりません。舌代
を含んで考えますと、特にお勧めとなります。
先だって酒の席で、鰻の背開き腹開きから話しが
始まり、穴子と鱧が同じ魚だ、別なものだと揉めた
ことがありました。

編 集 後 記
後日調べてみましたら、宮城県で編纂した県史に
仙台地方では穴子のことをハモと呼んでいることが
紹介されておりました。揉めた同士は根っからの仙
台人でありましたので、これも仙台での特異なこと
だと理解することができました。
生息地と関係があるのでしょうか、鰻は全国的に
食べられ、鱧は関西を中心に、穴子は関東を中心に
賞味されているようです。
鱧も夏を代表する魚であります。
私は、鱧は骨切りしたものを湯引きして梅肉やか
らし酢味噌でいただくことしか知りません。一度て
んぷらをいただきましたが、小骨が気になり食べづ
らい思いをいたしました。
鱧を鰻や穴子のように刺身で食べる習慣があるか
どうかは存じ上げておりませんが、この夏は美味し
い鱧料理を探してみたいと思っております。

広報部次長　岩渕正知

編集後記

�

〒101-0061東京都千代田区三崎町一丁目2番10号	土地家屋調査士会館
電話：03-3292-0050			FAX：03-3292-0059
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日本土地家屋調査士会連合会特定認証局

土地家屋調査士電子証明書の発行等に係る手続について

日本土地家屋調査士会
連合会特定認証局

Q1．�日本土地家屋調査士会連合会特定認証局（以
下「日調連特定認証局」）が発行するICカー
ドをなぜ取得する必要性があるの？

日調連特定認証局が発行する
電子証明書は、ネット等の世界において

「土地家屋調査士の職印」に相当するもので、
オンライン登記申請や土地家屋調査士が業として作
成したデータ（一部署名できな
いものもあります。）
に署名する場合等
に使うんだ。

Q2．�どうすればICカードを取得できるの？

次のページから「電子証明
書の取得方法」、「オンライン登記申

請の準備方法」及び「電子証明書の再発
行方法」など様々な手続の説
明をしているので、よく
読んで申し込んでね。

特定認証局を自前で構築
し、ICカードを全員が所持する
ことは、オンライン申請に対応で
きる組織としての能力があること
を宣言する第一歩だよ！

【不動産登記法が要求している3本柱】
不登法は、以下の3点を土地家屋調査士に問いかけてい
るといえます。

1）�オンライン申請に対応できる能力を保持してい
るか？

2）�他省庁と共に地図整備やその維持管理に民間人
として協力する意思と能力を充足しているか？

3）�専門家として蓄積した知識や能力を、紛争の解決
に役立てる能力を評価できる仕組みを備えている
か？

ハカル君

モグ

トウコさん

巻 末 付 録

☆ご注意願います☆
平成22年3月31日までに発行されたICカードは、事務所所在地に変更がある場合、失効されます。
事務所所在地の変更は、市町村合併や住居表示変更、建物名変更等についても対象となります。
利用者からの失効申請書が提出されない場合、土地家屋調査士名簿が変更され次第、ICカードを失効します。
業務に支障が出る場合もありますので、事務所所在地に変更が生じる場合、ご注意くださいますようお願いします。
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日本土地家屋調査士会連合会特定認証局電子証明書利用申込書の配付について

任意の様式に、「日本土地家屋調査士会連合会特定認証局電子証明書配付希望」の旨と以下の項目を記入の
上、メール（ca-info@chosashi.or.jp）、FAX（03-3292-0059）又は郵送（〒101-0061��東京都千代田区三崎町1-2-10��
土地家屋調査士会館�日本土地家屋調査士会連合会�特定認証局��行）にて連合会あてお申し出ください。

○　所属会名　　○　所属支部名　　○　登録番号（半角）　　○　氏名
○　事務所所在地（郵便番号も記入）　○　Mail（半角）� ○　Tel（半角）　　○　Fax（半角）

なお、市町村合併等により土地家屋調査士名簿の住所・所在地に変更が生じる会員については、同事項変
更完了後に利用申込書の発送となりますのでご了承ください。
ICカード利用申込書の配布については、以下のとおりとなっております。
初回配付（ICカードの初回発行、再発行及び更新発行における1回目の配付）：無償
2回目以降の配付（上記初回配付申込書の紛失毀損等による再配付）：有償（1,000円）

IC カードを取得するまでの流れ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日調連 

(3) IC カード利用申込書の作成・発送 
  ・土地家屋調査士名簿の情報を入力して作成する。 

 

e メール、FAX 又は郵送

郵送又は持参（※6）

IC カード利用申込 

不備書類通知の発送

発行料金の督促 

ICカードの発送
本人限定受取郵便 

土地家屋調査士会員（利用申込者）

(4) IC カード利用申込書の確認 
  ・添付書類（公文書）を用意する。（※1） 

  ・内容に訂正がある場合は、登録事項変更の届出等を行う。

    （※2） 

   ・利用者同意書に同意をする場合は、実印を押印する。(※3) 

  ・IC カード発行料金（10,000 円）の振込みを行う。 

 

 ☆利用申込みをされてから（ＩＣカード利用申込書を返送

いただいてから）20 日ないし 1 か月程度でＩＣカード 

をお送りします。ただし内容に不備のある場合、土地家

屋調査士名簿の変更を要する場合、発行料金の入金が確

認できない場合はこの限りではありません。 

(7) IC カードを郵便局で受領 
  ・郵便局から本人限定受取郵便の到着通知書が届く。 

(8) 受領書の返送 
  ・郵便物の中身（IC カード、PIN 封筒、受領書、受領

書返信用封筒）を確認する。 

  ・受領書に必要事項を記載し、返送する。 

(5)審査・発行料金の確認等 
  ・規程に基づき、利用者の本人確認の審査を行う。（※4） 

  ・IC カード発行料金の入金を確認する。 

日調連特定認証局

a.内容に不備がある場合(※5) b.審査合格 

(6) IC カード(PIN 番号含む)を作成・送付（※7） 
  ・本人限定受取郵便で住民票上の住所に送付する。 

(9) 受領書審査等 
  ・規程に基づき、受領書審査を行う。 

  ・受領書が返送されない場合は督促し、また、期限内に

返送がなければ失効処理を行う。 

a.内容に不備がある場合 b.審査合格 

(10) 発行完了 

郵便又は持参 

特定記録郵便 

e メール、TEL、FAX 又は郵送 

(1) IC カード利用申込書の配付希望の申出 
  ・2 回目以降の場合は、IC カード利用申込書配付料金

(1,000 円)の振込みを行う。 

 

☆配付希望をされてから 1 週間ないし 1 か月程度で送付さ

れます。ただし、配付料金を要する会員で、料金の入金

が確認できない場合はこの限りではありません。 

(2) 配付希望の申出回数の確認 

a.配付料金入金なし b.初回 or 配付料金入金あり 

配付希望の申出 

配付料金の督促

e メール、TEL、FAX 又は郵送 

郵送又はメール便 

 
 （※1） 住民票の写し及び印鑑登録証明書等の添付書類は、利用申込をする際、発行日から 1 か月以内のものをご用意ください。  
（※2） 日調連特定認証局へ利用申込書を送付する前に不備が発覚した場合は、登録事項変更の手続後、土地家屋調査士会員が利用申込

書を訂正し、訂正箇所に実印を押印して日調連特定認証局に送付してください。  
（※3） 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第 6 条に規定する重要事項の説明に同意したこととなります。  
（※4） 規程に基づいて審査を行っております。審査不合格の場合、又は発行料金の入金が確認できない場合、ＩＣカード発行までに時

間がかかることがございます。 
特に、土地家屋調査士名簿の登録事項変更の手続が行われていない場合、土地家屋調査士名簿の登録事項変更後の審査となりま

すことをご了承願います。 
（※5） 日調連特定認証局へ利用申込書が到着してから不備が発覚した場合は、再度利用申込書を送付する場合があります。  
（※6） 土地家屋調査士会員が添付書類不備通知を受信した後に添付書類を郵送する場合の送料は、土地家屋調査士会員のご負担となり

ます。   
（※7） ＩＣカードは、本人限定受取郵便で送付します。利用申込者（土地家屋調査士会員）の住民票上の住所に本人限定受取郵便の到

着通知書が送付されます。郵便局において、必ずご本人が受領してください。 
（※8） 申込が混みあっている場合は通常よりお時間をいただく場合がございます。予めご了承賜りますようお願いいたします。  
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ICカードの同封物について

ICカードが同封されている封筒は、図①～⑤のような一式となっておりますので、受領後ご確認ください。
①下記②～⑤が入っている封筒
②ICカード
③日本土地家屋調査士会連合会特定認証局電子証明書受領書
下記【受領書について】をお読みになって、受領書を日調連特定認証局あて送付願います。

④受領書返送用封筒
⑤PIN封筒
ICカードのPINコード（パスワード）が記載されている封筒です。PINコードはICカードで署名する際に
必要なものですので大切に保管してください。日調連特定認証局でPINコードの確認・再発行等はでき
ません。また、PINコードを15回以上誤って入力するとICカードが使えなくなりますのでご注意くだ
さい。
（この場合、当該ICカードを失効し、新規にICカードを発行する手続が必要となります。）

【受領書について】
ICカード受領後、受領書に次のとおり必要事項を記載後、同封の返信用封筒に入れて日調連特定認証局へ送
付してください。ICカードが発送されてから30日以内に受領書のご返送がない場合、ICカードは失効されます。
30日以内に受領書のご返送が難しい場合、日調連特定認証局（電話：03-3292-0050）あてに、ご連絡ください。
＜受領書記載要領＞
　・自署（氏名）（楷書でお願いします。）
　・印鑑登録証明書で証明される実印の押印
　・ICカードの券面に記入されている登録番号を記入（最初の000は省略）
　※ご記入いただいた内容を訂正する場合、訂正印（実印）が必要となります。

①

②

③

④

⑤
ICカードを利用して電子署名を
行う際に必要となります。
再発行できませんので絶対に
紛失しないようご注意願います。
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オンライン登記申請を実施するまでの準備について

ICカードを利用してオンライン登記申請を行うために、下記のとおり確認・準備作業等をお願いします。
(1)　ご利用環境の確認及び利用上の留意事項
初めて法務省登記・供託オンライン申請システムをご利用になる場合は、法務省ホームページ（http://

www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/）のオンライン申請ご利用上の注意を参考に、ご利用環境及び利用上の留
意事項をご確認ください。
(2)　ICカードR/Wの準備
連合会ホームページ（http://www.chosashi.or.jp/repository/authentication/iccard.html）を参考に、適切な
ICカードR/Wをご準備ください。
(3)　 オンライン登記申請に必要な各種ソフト及びドライバ等のインストール・設定
法務省「登記・供託オンライン申請システム」ホームページ（http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/）及び
連合会ホームページ「会員の広場」（http://www.chosashi.or.jp/）から、ソフト及びドライバをダウンロードし
て設定してください。
また、連合会ホームページ「会員の広場」に、オンライン申請環境設定ソフト「らくらく」を掲載しておりま
す。本ソフトは、オンライン申請環境設定をスムーズに行うことを可能とするものでありますので、ご利用
ください。

発行に係る費用及び支払い方法について

1　振込金額（証明書1枚当たり）
10,000円（税込）
※振込手数料は利用申込者のご負担でお願いします。
※市町村合併等による失効後の2回目以降の発行につきましては、この限りではあ
りません。

2　振込先等の情報
・金融機関名	 ：みずほ銀行
・支店名	 ：九段支店
・振込先名義	 ：日本土地家屋調査士会連合会
	 会長　竹内八十二
・口座	 ：普通
・口座番号	 ：1349384
・振込者名	 ：会番号2桁+登録番号5桁+氏名
	 	 （例：東京会の1番「調査士華子」の場合、0100001「調査士華子」）
	 	 なお、会番号は、「会番号一覧表」を参照

3　振込後の手続
振込依頼書または領収書等の控のコピーを利用申込書の送付時
に同封する。
※インターネットバンキングでお振込の場合は、確認画面を印
刷したもので差し支えありません。

【会番号一覧表】
会名 会番号

東京 01

神奈川 02

埼玉 03

千葉 04

茨城 05

栃木 06

群馬 07

静岡 08

山梨 09

長野 10

新潟 11

大阪 12

京都 13

兵庫 14

奈良 15

滋賀 16

和歌山 17

会名 会番号

愛知 18

三重 19

岐阜 20

福井 21

石川 22

富山 23

広島 24

山口 25

岡山 26

鳥取 27

島根 28

福岡 29

佐賀 30

長崎 31

大分 32

熊本 33

鹿児島 34

会名 会番号

宮崎 35

沖縄 36

宮城 37

福島 38

山形 39

岩手 40

秋田 41

青森 42

札幌 43

函館 44

旭川 45

釧路 46

香川 47

徳島 48

高知 49

愛媛 50

IC カードの発行に係る案内について（お願い）

平成18年1月からICカードの発行を開始し、平成24年6月末日現在で累計20,951枚のICカードを全国の
会員へ発行しているところであります。
ICカードの発行については、下記「発行に係る費用及び支払い方法について」のとおり費用負担をいただく
こととしておりますので、よろしくお願いします。


